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令和５年第３回鬼北町議会定例会 

                         令和５年９月１５日（金曜日） 

 

○議事日程 

 令和５年９月１５日午前９時開議 

 日 程 第 １ 会議録署名議員の指名 

 日 程 第 ２ 会期の決定 

 日 程 第 ３ 諸般の報告 

 日 程 第 ４ 行政報告 

 日 程 第 ５ 一般質問 

 日 程 第 ６ 議案第５７号 鬼北町議会議員及び鬼北町長の選挙における選挙運動の 

              公費負担に関する条例の一部を改正する条例について 

 日 程 第 ７ 議案第５８号 宇和島地区広域事務組合規約の変更について 

 日 程 第 ８ 議案第５９号 工事請負契約（道の駅日吉夢産地改修工事（建築工事）） 

              の締結について 

 日 程 第 ９ 議案第６０号 工事請負契約（道の駅日吉夢産地改修工事（電気設備工 

              事））の締結について 

 日程第１０ 議案第６１号 工事変更請負契約（鬼北町書庫整備工事）の締結につい 

              て 

 日程第１１ 議案第６２号 令和４年度鬼北町一般会計決算の認定について 

 日程第１２ 議案第６３号 令和４年度鬼北町用品調達特別会計決算の認定について 

 日程第１３ 議案第６４号 令和４年度鬼北町国民健康保険特別会計決算の認定につ 

              いて 

 日程第１４ 議案第６５号 令和４年度鬼北町国民健康保険診療所特別会計決算の認 

              定について 

 日程第１５ 議案第６６号 令和４年度鬼北町公共浄化槽等整備推進事業特別会計決 

              算の認定について 

 日程第１６ 議案第６７号 令和４年度鬼北町農業集落排水事業特別会計決算の認定 

              について 

 日程第１７ 議案第６８号 令和４年度鬼北町介護保険特別会計決算の認定について 

 日程第１８ 議案第６９号 令和４年度鬼北町後期高齢者医療保険特別会計決算の認 

              定について 
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 日程第１９ 議案第７０号 令和４年度鬼北町水道事業会計決算の認定及び剰余金の 

              処分について 

 日程第２０ 議案第７１号 令和４年度鬼北町病院事業会計決算の認定について 

 日程第２１ 議案第７２号 令和５年度鬼北町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第２２ 議案第７３号 令和５年度鬼北町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

              について 

 日程第２３ 諮 問 第 １ 号 鬼北町人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ 

              とについて 

 日程第２４        議員の派遣について 

 日程第２５        総務産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査の件に 

              ついて 

 日程第２６        厚生文教常任委員会の閉会中の所管事務調査の件につい 

              て 

 日程第２７        予算常任委員会の閉会中の所管事務調査の件について 

 日程第２８        議会広報常任委員会の閉会中の所管事務調査の件につい 

              て 

 日程第２９        議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件について 

 

○本日の会議に付した事件 

 日 程 第 ６ 議案第５７号 鬼北町議会議員及び鬼北町長の選挙における選挙運動の 

              公費負担に関する条例の一部を改正する条例について 

 日 程 第 ７ 議案第５８号 宇和島地区広域事務組合規約の変更について 

 日 程 第 ８ 議案第５９号 工事請負契約（道の駅日吉夢産地改修工事（建築工事）） 

              の締結について 

 日 程 第 ９ 議案第６０号 工事請負契約（道の駅日吉夢産地改修工事（電気設備工 

              事））の締結について 

 日程第１０ 議案第６１号 工事変更請負契約（鬼北町書庫整備工事）の締結につい 

              て 

 日程第１１ 議案第６２号 令和４年度鬼北町一般会計決算の認定について 

 日程第１２ 議案第６３号 令和４年度鬼北町用品調達特別会計決算の認定について 

 日程第１３ 議案第６４号 令和４年度鬼北町国民健康保険特別会計決算の認定につ 

              いて 
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 日程第１４ 議案第６５号 令和４年度鬼北町国民健康保険診療所特別会計決算の認 

              定について 

 日程第１５ 議案第６６号 令和４年度鬼北町公共浄化槽等整備推進事業特別会計決 

              算の認定について 

 日程第１６ 議案第６７号 令和４年度鬼北町農業集落排水事業特別会計決算の認定 

              について 

 日程第１７ 議案第６８号 令和４年度鬼北町介護保険特別会計決算の認定について 

 日程第１８ 議案第６９号 令和４年度鬼北町後期高齢者医療保険特別会計決算の認 

              定について 

 日程第１９ 議案第７０号 令和４年度鬼北町水道事業会計決算の認定及び剰余金の 

              処分について 

 日程第２０ 議案第７１号 令和４年度鬼北町病院事業会計決算の認定について 

 日程第２１ 議案第７２号 令和５年度鬼北町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第２２ 議案第７３号 令和５年度鬼北町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

              について 

 日程第２３ 諮 問 第 １ 号 鬼北町人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ 

              とについて 

 日程第２４        議員の派遣について 

 日程第２５        総務産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査の件に 

              ついて 

 日程第２６        厚生文教常任委員会の閉会中の所管事務調査の件につい 

              て 

 日程第２７        予算常任委員会の閉会中の所管事務調査の件について 

 日程第２８        議会広報常任委員会の閉会中の所管事務調査の件につい 

              て 

 日程第２９        議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件について 

 

○出席議員（１２名） 

    １番 坂 本 一 仁      ２番 兵 頭   稔 

    ３番 髙 橋 聖 子      ４番 中 山 定 則 

    ５番 山 本 博 士      ６番 赤 松 俊 二 

    ７番 松 下 純 次      ８番 芝   照 雄 
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    ９番 福 原 良 夫     １０番 松 浦   司 

   １１番 末 廣   啓     １２番 程 内   覺 

 

○欠席議員（０名） 

 

○議会事務局 

 議 会 事 務 局 長 都   浩 明   書 記 伊 藤 夏 美 

 

○説明のため出席した者 

 町 長 兵 頭 誠 亀   副 町 長 井 上 建 司 

 企 画 振 興 課 長 小 川 秀 樹   総 務 財 政 課 長 水 野 博 光 

 危 機 管 理 課 長 芝   達 雄   町 民 生 活 課 長 善 家 直 邦 

 保 健 介 護 課 長 那 須 周 造   環 境 保 全 課 長 森     明 

 農 林 課 長 奥 藤 幸 利   森 林 対 策 室 長 東   英 範 

 建 設 課 長 上 田   司   水 道 課 長 上 田   司 

 日吉支所長補佐 山 本 恵 美   会 計 管 理 者 古 谷 忠 志 

 教 育 長 行 定 洋 嗣   教 育 課 長 谷 口 浩 司 

 農業委員会会長 谷 口 雄 記   農業委員会事務局長 奥 藤 幸 利 

 代 表 監 査 委 員 田 中 清 志 
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○副議長（末廣 啓君） 

  起立。 

  礼。 

○議長（程内 覺君） 

  改めまして、おはようございます。 

  ただいまから、令和５年第３回鬼北町議会定例会を開会します。 

 

午前９時００分 開議 

 

○議長（程内 覺君） 

  町長から招集の挨拶があります。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  改めまして、おはようございます。 

  令和５年第３回鬼北町議会定例会を招集いたしましたところ、御参集いただき、あ

りがとうございます。 

  まずは、予土線の維持存続に向けて、議長さんをはじめ、議員各位によって、この

空色のＴシャツで議会に臨んでいただきましたこと、行政課題をしっかりと自分のこ

ととして捉えていただき、町民の方々への大きなメッセージを発信していただきまし

た。 

  私ども行政側も参加スタッフが同じ気持ちで、各自購入し、意を同じくさせていた

だきました。 

  議会でポロシャツを着るのは、国体のＰＲのとき以来でありまして、本当に心強く、

心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 

  さて、国においては、第２次岸田内閣が発足いたしました。秋に新たな経済対策と

いう情報もありますが、物価上昇、資材の高騰、少子高齢化など、課題山積みの中山

間地域へのよき起爆剤になることを切に望むものであります。 

  一方、町内におきましては、今年の夏は各種イベントが復活し、各地区の盆踊りや

花火についても、久しぶりに実施をしていただきました。９月からは、奈良川いもた

きも４年ぶりに開催しております。これまでの予約は少々少なかったのでありますけ

ども、明後日１６日は８０数名、２２日は１００数名、３０日は４０名と、コロナ禍

前ほどではないにしろ、賑わいを取り戻しつつあります。議員各位も再度の御利用を

お願い申し上げます。 
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  また、でちこんかについても、４年ぶりに開催することを決定したところでありま

すが、ここ最近、入ってきた職員の中には、でちこんかを経験したことがなく、準備

の要領も分からない職員が出てまいっております。先輩職員のサポートや配慮により、

準備を万全に期してスムーズに実施できるよう指示を出したところでございます。 

  さらに、来月末開催予定の愛顔のえひめ、ねんりんピック２０２３について、鬼北

町ペタンク競技の主会場としての準備を進めております。御理解、御協力をお願い申

し上げます。 

  また、経済活動に目を向けますと、エネルギー高騰や原材料価格などの物価高は依

然続いております。それらの影響を緩和するための商品券関係の予算を盛り込んだ一

般会計補正予算を今回提案したところでございます。 

  本日の定例会には、条例の改正１件、事務組合規約の変更１件、工事請負契約の締

結２件、工事変更請負契約の締結１件、令和４年度決算認定案件として、一般会計、

特別会計及び企業会計合わせて１０件、令和５年度一般会計補正予算１件、特別会計

補正予算１件、諮問案件１件を提案いたしております。 

  以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げまして、令和５年第３回鬼北町議会定

例会の招集挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（程内 覺君） 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、先に配付しました別紙議事日程のとおりです。 

  このとおり議事を進めたいと考えますので、各位の御協力をお願いします。 

 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、鬼北町議会会議規則第１２７条の規定により、１０番、

松浦司議員、１１番、末廣啓議員、以上の両議員を指名します。 

 

  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  今期定例会の会期は、本日から９月２１日までの７日間としたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  異議なしと認めます。 
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  したがって、今期定例会の会期は、本日から９月２１日までの７日間と決定をしま

した。 

 

  日程第３、諸般の報告を行います。 

  地方自治法第１９９条第９項の規定により、監査委員から、企画振興課、農業委員

会、農林課、建設課、町民生活課、保健介護課及び水道課の所管に係る定期監査、並

びに同法第２３５条の２第３項の規定により、令和５年５月分、６月分及び７月分に

関する例月現金出納検査の結果に関する報告について提出がありましたので、写しを

お手元に配付をしております。 

  次に、町長から、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２

２条第１項の規定に基づき、令和４年度鬼北町財政健全化判断比率及び公営企業の資

金不足比率についての監査委員審査意見書写しの提出がありましたので、お手元に配

付をしております。 

  次に、一般社団法人鬼北町農業公社から経営状況を説明する資料として、令和４年

度事業及び決算並びに令和５年度事業計画及び予算に関する報告書が提出されました

ので配付しております。 

  次に、先の定例会から本日まで議長として行動した主な事項につき報告をします。 

  別紙、議長諸般の報告をお手元に配付しておりますので、お目通し願います。 

  次に、８月４日、愛媛県町村議会議長会主催による第１回町議会議員研修会に議員

を派遣したので、総務産業建設常任委員会委員長から報告を受けます。 

○総務産業常任委員会委員長（芝 照雄君） 

  改めて、皆さん、おはようございます。 

  それでは、先ほど議長のほうから報告ありました、議員派遣報告について報告をさ

せていただきます。 

  愛媛県町村議会議長会主催による令和５年度第１回町議会議員研修会への議員派遣

について報告します。 

  令和５年８月４日、松山市のＡＮＡクラウンプラザホテル松山において、鬼北町議

会議員１０名及び議会事務局職員２名が参加し、愛媛県市町ＤＸ推進統括責任者、菅

原直敏氏の「自治体ＤＸ入門から議会のＤＸについて」、また、大正大学社会共生学

部公共政策学科教授、江藤俊昭氏の「議員報酬、政務活動費の充実に向けた論点と手

続について」、お二人からの講義を受けました。 

  菅原氏の講義では、デジタルトランスフォーメーション、略してＤＸとは、住民サ
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ービスの向上を主な目的として、デジタル技術において新しい価値を生み出したり、

仕組みを解体することであり、デジタル技術は手段であって目的ではないとの説明を

受けました。また、デジタル技術の活用で、重要なのは技術の理解ではなく、技術の

使いやすさ、全ての人が同じ技術を使えることと言われました。 

  今や地方においても、インターネット利用機器であるスマートフォンは、デジタル

技術として一般化してきています。また、令和４年７月１日現在、愛媛県町議会にお

いても、議会運営に係るタブレット等の情報端末の導入は、９町中、４町が導入され

ており、デジタル技術活用のスピードは年々早くなっています。 

  今後は、議員自体の改革を含め、住民サービスの向上につなげるようなＤＸが実践

できるような取組を行っていきたいと思います。 

  江藤教授の講義では、議員報酬、定数を考える場合の留意点や論点について説明が

ありました。 

  議員報酬、定数を議論する際には、新しい議会運営につなげる議会力アップの視点

が不可欠であり、住民自治の中で議論しなければならない。さらに、住民自治をどの

ようにつくり出し、充実させるかという議会改革を議論しなければならない。 

  また、住民自治を推進する立場から、住民とともに、議員報酬、定数を議論するの

は、多くの人が将来、立候補し、議員活動がしやすい条件を考え、新しい議会をつく

り出すために必要であると講義されました。 

  以上で、令和５年第１回町議会議員研修会の議員派遣報告を終わります。 

○議長（程内 覺君） 

  次に、地方自治法第１２１条第１項の規定により、本日の会議事件説明のため出席

を求めているものを報告します。 

  町長、教育委員会教育長、農業委員会会長、監査委員。 

  町長、教育委員会教育長、農業委員会会長を通じ、副町長、会計管理者、支所長、

各課長等の出席を求めております。 

  これで諸般の報告を終わります。 

 

 日程第４、行政報告を行います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  日程第４、行政報告。お手元の町長行政報告は、６月議会定例会以降の行動状況を

提示しております。 

  ８月３１日から９月２日まで、愛媛県町村会による町長海外地方行政調査として、
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韓国ソウルに出張いたしました。御案内のとおり、中村知事の強いリーダーシップの

下、県市町を挙げて、愛媛県へのインバウンド、愛媛県からのアウトバウンドに取り

組んでおり、コロナの影響で近年、相互交流が停滞しておりましたが、マスコミにも

取り上げられましたとおり、ＬＣＣチェジュ航空による松山ソウル便が１０月から、

週５便から週７便に増便される予定となっております。 

  このような中で、現地関係機関等へ本県各町の魅力をＰＲすること。また、韓国か

らの旅行客が魅力的と感じる日本の文化の創出と地方自治体役割について研修してま

いりました。 

  主な視察先は３か所、韓国観光公社、通称ハイカグラウンド、そして、一般財団法

人自治体国際化協会、通称クレアのソウル事務所、そして日本観光局ソウル事務所で

ありました。 

  ハイカグラウンドでは、Ｋ－ＰＯＰ、韓流映画などの世界各国に情報発信している

状況、それを国策としても国民の支持を得ながら事業を推進している現状を見ること

ができました。そのアミューズメント施設は、ソウルの観光名所となりつつあり、外

国人の来場者が増加しているとのことでありました。 

  また、自治体国際化協会、クレアソウル事務所では、日本全国各地の風景やイベン

ト、人間模様などを韓国内に動画配信したり、日韓交流のお祭りをソウルで企画した

りしておりました。最近では、大洲市の町並み保存に端を発した観光コンテンツにつ

いて韓国旅行者が興味を示していることや、松山市や近辺のゴルフ場を利用するため

の愛媛県への観光客が増加していることが報告されました。 

  先日、知事とお会いした席においても、９町のインバウンドに向けた諸政策につい

て強く進めていくよう意見を述べられたところであります。 

  我が町においても、他市町にない独自な文化、歴史あるいは新たな観光コンテンツ

の発掘など、関係人口の増幅に努力しなければならない必要性を実感したところであ

ります。 

  ９月４日、県知事室に出向き、ふるさと納税推進に伴う県と９町との連携施策の展

開について、９名の町長で要望してまいりました。 

  県内の１１の市と比較して、企業や特産品の量が少ない９町のふるさと納税につい

て、愛媛県の情報発信力を活用し、新たな財源の確保、増加に協力してほしい旨、要

請し、知事からは、県内９町の状況を把握し、できる限りの協力をしたい。また、早

急に具体案を取りまとめたいと、御発言いただいたところであります。 

  日付は前後しますが、最後に８月２９日、道路整備要望等につき、日帰りで上京い
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たしました。もともと２０市町の全員の首長をそろって要望活動をする予定でしたが、

８月上旬の台風６号の影響で９月に延期されたため、参加首長は、大洲市、西予市、

上島町、鬼北町の４市町でありました。 

  内容は、愛媛県市町道路整備促進期成同盟会要望、四国縦貫横断自動車道建設促進

協議会要望、松山自動車道大洲道路４車線化整備促進期成会要望という全体要望はも

ちろんですが、特に参加した４市町に関わる件についても時間を取っていただき、国

道３７８号、八幡浜・大洲間の整備促進要望、国道４４１号、大洲・鬼北間の整備促

進要望、そして地域の実情に応じた治水対策に関する要望についても説明の時間をい

ただき、中山間の困難な道路事情、河床掘削の必要性を訴え、要望してまいりました。 

  要望先は、国土交通省、吉岡技監及び道路局長、並びに水管理・国土保全局長、さ

らに財務省、茶谷事務次官、そして、愛媛県選出国会議員事務所６か所であります。 

  要望については、総務省政務官、長谷川淳二氏、山本順三参議院議員、塩崎彰久衆

議院議員にも同行していただき、日帰りではありましたが、力強い要望活動になった

と感じております。 

  その他、事業、会議につきまして、省略をいたしますが、時系列の資料にて御確認

いただきますようお願いいたします。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（程内 覺君） 

  これで行政報告は終わりました。 

  日程第５、一般質問を行います。 

  今回の定例会には、末廣啓議員、赤松俊二議員、中山定則議員、山本博士議員、髙

橋聖子議員、兵頭稔議員、以上の６名から質問の通告がありました。 

  これを順番に発言を許可します。 

  まず、１１番、末廣啓議員の一般質問を一問一答方式で行います。 

  末廣議員は、質問席へ移動してください。 

  末廣議員、質問１についての質問を行ってください。 

○１１番（末廣 啓君） 

  議席番号１１番、末廣啓でございます。 

  先の通告書のとおり、一問一答方式で２件、質問いたします。よろしくお願いしま

す。 

  質問１、地域おこし協力隊の活動について。 

  ２００９年に総務省によって制度化された地域おこし協力隊ですが、過疎・高齢
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化・人口減少等の進行が著しい我が鬼北町にとっては、大変有効な町おこし、または

活性化の手段と考えています。そこで、協力隊員の活動状況、定住状況等、下記につ

いて問う。 

  （１）鬼北町では、いつからこの制度を活用し、これまでに何名の協力隊員を受け

入れてきたのか問う。 

  （２）受け入れた協力隊員の任期満了後の定住・定着状況はどうなのか問います。 

  （３）定住された隊員の就業内容を具体的に問う。 

  （４）活動報告等の必要はあると思うが、実施されているのかを問う。 

  （５）地域おこし協力隊の募集はどのような方法で行っているのかを問う。 

  （６）町内における農業（稲作農業）、林業における従事者は減少傾向にあるが、

募集しているのか、また募集内容について問う。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  それでは、末廣啓議員の第１番目の地域おこし協力隊の活動についての御質問にお

答えをいたします。 

  まず、１点目の鬼北町では、いつから制度を活用し、これまでに何名の協力隊員を

受け入れてきたのか問うとの御質問でありますが、地域おこし協力隊制度につきまし

ては、人口減少や高齢化等の進行が著しい地域において、地域外の人材を積極的に誘

致し、その定住・定着を図ることで、意欲ある都市住民のニーズに応えながら、地域

力の維持・強化を図っていくことを目的に創設された制度であります。 

  鬼北町におきましては、２０１３年度、平成２５年度から協力隊員の募集を開始し、

これまでに延べ１５名の協力隊員を受け入れてきたところであります。 

  次に、２点目の受け入れた協力隊員の任期満了後の定住・定着状況はどうなのか問

うとの御質問でありますが、これまでに受け入れた１５名の協力隊員のうち、現職の

協力隊員が９名、健康上の理由のほか、自己都合により任期途中で退職された協力隊

員が３名、任期満了により退任された協力隊員が３名、計６名が協力隊を退任してお

り、うち途中退任者１名と任期満了による退任者３名の計４名が町内に定住をされて

おります。 

  次に、３点目の定住された隊員の就業内容を具体的に問うとの御質問でありますが、

退任後に町内に定住されている４名の就業状況につきまして、果樹栽培や農作物の生
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産、キジの飼育など、兼業、または専業で農業関係の仕事に携わっている方が３名、

町職員として、ワーケーション施設の運営管理を担うとともに、移住コーディネータ

ーとして移住者相談業務に従事している方が１名となっています。 

  次に、４点目の活動報告等の必要はあると思うが、実施されているのか問うとの御

質問でありますが、各隊員の活動状況につきましては、鬼北町地域おこし協力隊設置

要綱において、毎月報告書により報告することと規定しているところでありまして、

各隊員の所属する担当課において、内容等の確認を行っているほか、任期満了による

退任の際には、任期中における活動内容について報告会を開催いたしております。 

  また、各隊員の日々の活動状況や企画、参加イベントをフェイスブックで発信・報

告するなど、町内外に向けた広報活動にも努めているところであります。 

  次に、５点目の地域おこし協力隊の募集は、どのような方法で行っているのか問う

との御質問でありますが、協力隊員の募集につきましては、移住を希望する方や興味

がある方を対象に、移住相談の場として、東京や大阪で開催される移住フェアを中心

に募集を行っているところであり、移住フェアにおいて募集する任務内容を説明する

とともに、受入れ支援策となる担当課も可能な限り移住フェアに赴き、協力隊希望者

の希望内容を対面で確認するなど、予定する任務内容との乖離や着任後のトラブル等

の生じないよう対応することといたしております。 

  また、その一方で、各担当課が受入れを希望する任務内容や条件等の詳細が固まり

次第、求人募集サイトや移住サイトによる募集掲載も行っております。 

  次に、６点目の農業、林業における従事者は減少傾向にあるが、募集しているのか、

また、募集内容について問うとの御質問でありますが、５点目で御説明した移住フェ

アにおいて、農林業の支援活動を任務とする協力隊についても募集を行っております。

また、個別の問合わせによる募集相談にも応じているところであります。具体的な支

援活動や任務内容につきましては、協力隊希望者が希望する活動内容をヒアリングの

上、支援先となる担当課において、受入れ判断や任務調整等を図ることとしておりま

す。 

  また、今年度につきましては、町内林業事業体の支援協力により、森林整備等の林

業技術の取得を図り、任期満了後は自伐型林業、または林業事業体への就業など、林

業の担い手確保を目的とした協力隊についても、移住フェアにおいて募集説明を行っ

たところであります。 

  今後におきましても、引き続き、地域外の人材の誘致に向けて協力隊員の募集活動

に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきますようお願いいたし
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ます。 

  以上で、末廣啓議員の第１番目の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（程内 覺君） 

  末廣議員、質問（１）について再質問はありますか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  ありません。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは質問１、（２）について再質問はありますか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  定住・定着状況についてなんですが、平成２５年から募集を始めて１５名の方、現

在までおられると、今説明があったんですけども、その中で、途中で体調不良も含め

て３名の方々が任務を遂行できなかったというところもお話を聞きました。現在は４

名の方が、果樹、農作物とか３名、移住コーディネーター１名というようなことで、

定住率が少ないのじゃないかなと思っています。地域おこし協力隊の大きな目的は、

定住・定着を目的とする部分も大きくあろうかなと思いますけども、そこら辺の定着

率についての考え方はどうなんでしょうか、再度お聞きします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  １５名のうち、現職が９名ということでありますので、残り６名のうち、４名が定

住してもらっておると。６６％ということでありますので、私は、決して定住率が低

いとは思っておりません。実際に退任された方は、本当に心の病ではなしに、本当に

内臓が少し長期の入院といいますか、療養が必要な方がいらっしゃいまして、その方

が残念にも昨年退任されたと。それと、その方と同じような意思を持った方がもう１

名辞められたということがありまして、そこは本当に残念なんですけども、その方々

も体さえよかったらおりたかったんですよというところは言っていただいておって、

今もどこにいらっしゃるか私らも存じておりますし、一部フェイスブックでも、私個

人的にも交流をさせていただいております。 

  これから先も、今は北宇和高校のスタッフといいますか、魅力化のスタッフが多い

わけでありますけども、その中で、鬼北の魅力というものを十分に感じてもらってい

るんじゃないかなということでありまして、議員さん方もそこらは御理解いただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○１１番（末廣 啓君） 

  もう一つお伺いしておきたいと思いますが、給与とか活動費が支給されとると思う
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んですけども。この鬼北町でのこの給与とか活動費は、各自治体で決められるものだ

ろうと思っていますが、鬼北町のその部分は全国平均と比較してどうなのかをお聞き

したいと思います。分かれば教えてください 

○町長（兵頭誠亀君） 

  企画振興課長が答弁をいたします。 

○企画振興課長（小川秀樹君） 

  協力隊さんの給与等の条件につきましては、去年の状況をまずはそれぞれで意見交

換をしながらですね、ある程度差異のないように調整をさせていただいているところ

でございます。 

  ただ、内容につきまして、専門性を有する協力隊さんもいらっしゃる部分がありま

して、一律同じ給与額ということではございませんが、昨年度、募集をさせていただ

いた場合においては、月額１８万、１９万ぐらいの金額において募集をさせていただ

いた方もいらっしゃれば、専門的な知識・経験が必要ということで募集させていただ

きました協力隊につきましては、２０万前後の月額報酬で募集をさせていただいたと

ころであります。 

  県内にあまり差が開かないような形で、意見を聞きながら調整をさせていただいて

いるところでありまして、そこについては調整を図りながら、今後も条件等は整えて

いきたいと考えているところでございます。 

○議長（程内 覺君） 

  末廣議員、了承ですか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  ありがとうございます。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、次に質問１、（３）について再質問はありますか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  ございません。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、末廣議員、質問１、（４）について再質問はありますか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  活動報告等については、毎月報告書を提出されておるというような答弁でございま

した。報告会も一般住民の方を対象とした報告会とか、そういうものも年に１回ぐら

いは開いていただいて、どういう活動をされておるのかというのを町民の皆さんにも
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発信していただきたいなと思いますが、そこら辺の考え方はいかがでしょうか。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  企画振興課長が答弁をいたします。 

○企画振興課長（小川秀樹君） 

  協力隊さんの活動を町内外にということで、ＳＮＳを使った広報活動はさせていた

だいているところではございますが、今ほど御指摘がありました、町民の皆さんへと

いう部分については、確かにそのとおりと考えるところでございますので、今後そう

いった場による説明会等も検討させていただければと思っております。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  よろしいですか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  了解です。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、質問１、（５）について再質問はありますか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  募集の方法とかについては、東京、大阪のほうで移住相談フェアとか、促進フェア

をされておるということを今お聞きしましたが、先日テレビを見ておりましたら、地

域住民とのトラブルについて報道されておりました。 

  今ほど町長の答弁を聞いておりますと、トラブルについてもないし、トラブルの起

きたときの体制も整えておるということだったんですけども、鬼北町では、今までに

トラブルは、大なり小なりなかったのかどうかをお聞きします。先日のテレビでは、

トラブルを経験したという移住者、協力隊が２７％あったそうなんですけども、鬼北

ではそういうトラブルはなかったのか。 

  募集して契約のときに、ミッションとか、条件のすり合わせは綿密に十分に行われ

ておるのか、そこら辺、今一度確認したいと思います。答弁をお願いします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  明確なお答えになるか分かりませんけども、私が町長になった後にですね、協力隊

を募集してなってくれた今の現職の方については、自分の事業といいますか、プログ

ラムを全うするために、自分だけじゃなしに町民の方々も含めて、いろいろと教えて
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もらえという話はしていますので、もちろんそこで必要以上にいろんな質問があった

り、自分の意見を言い過ぎて衝突があることはあると思うんですけども、この間、私

もテレビでは見ましたけども、両方が自分の意見をすり合わすのに、やはり強調する

といいますか、中でやっぱり自分の思いというものを必要以上に出したときの状況と

かいうものは、どの協力隊の思いが強ければ強いほど、それを受け入れる側のですね、

心の大きさ、または我慢できない部分、そこら辺りが出てくるんじゃないかな。それ

は協力隊に限らず、移住者も同じだと思うんですよ。 

  だから、私は思うのは、やっぱり協力隊として来てくれた子には、やっぱり町民の

方々の意見というものは、しっかりと感じ取ってほしい。その中で、新たなみんなに

少しでも多くの方に認めてもらえるような事業を推進してもらいたいというような気

持ちでは当たっとるつもりです。 

  ただ、これまでの１６人の方の中で、初期の方については、やはり様々な御苦労、

また住民側のほうの葛藤もあったんじゃないかなということは私も考えます。 

  こういうことがあったということは、私も存じておりませんけども、多分あったん

じゃないかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  了解ですか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  了解。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、末廣議員、質問１の（６）について再質問はありますか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  鬼北町では、稲作農業とか、林業とか、またはキジ農家、鬼北町の特産として売り

出しておりますキジについての農家が、大変、今減少傾向にあると思うんですけども、

これに特化した募集をしてはどうかと思いますが、そこら辺の考えはいかがでしょう。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  農林課長が答弁をいたします。 

○農林課長（奥藤幸利君） 

  キジの関係ですが、現在現職の協力隊が今２年目ですが、キジを前向きに取り組ん
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でおりまして、現在キジの飼育を６００羽程度、試験飼育をしております。退任後は、

キジ農家として、また、その他の農業の品目も今検討しておる段階です。 

  また、水稲の関係なんですけれども、今稲作に限ったミッション、任務で募集はし

ておりませんが、確かに高齢化とか、人口減少の問題で、優良な農地がこれから荒廃

していくおそれがありますので、水稲分野につきましては、地域おこし協力隊を入れ

られないかという検討を今しておるような段階でございます。 

  協力隊の３年間の任期中に、農業に必要な知識、また農業機械等の免許を取得させ

て、その後、他の農業法人とか、独立自営就農を目指して定住・定着していただくよ

うな協力隊ができないかというような検討は農林課のほうではしております。 

  しかし、水稲につきましては、ある一定程度の機械、また施設が必要になりますの

で、それを活動の拠点をどこにするかという問題点はございますが、水稲の関係の協

力隊につきましては、前向きに検討しておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 

  以上で回答を終わります。 

○議長（程内 覺君） 

  末廣議員、了承ですか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  今ほど答弁いただきました前向きに検討中ということで、大変心強く感じておりま

すが、ぜひ今、水稲農家をされている方、高齢になっておられます、私の周りでも。

ぜひ早急に検討していただいて、後継者といいますか、田んぼを遊ばさないような状

況で考えていただきたいと思っております。これは林業についても、キジ農家につい

ても、同じですので、どうぞ御検討いただきたいと思っております。 

  それと、協力隊員の定住・定着が魅力的な大切な大事な目的ではございますが、今、

来られておる北辰寮のハウスマスターとか、公営塾、お鬼楽塾の講師の先生方、来て

いただいております。先ほど給与関係を聞いたら、１８万から２０万前後ということ

だったんですけども、この方々が３年過ぎたときに、なりわいとして捉えていただい

て、ずっと講師を続けていただけるのか。ハウスマスターとしてずっと見ていただけ

るのか。その給与でやっていけるのかどうか、そこら辺も非常に不安に感じておりま

すが、まだ３年たってないので分かりませんけども、そこら辺の状況は町長どのよう

に考えておられるのかお聞きします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  北宇和高校の魅力化促進に関する今の６名の協力隊の方々については、まずは、出
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始めというところで、行政側のほうも事業を推進する上でのなかなか不透明なところ

があって、その分を何とか少しでも見えるようにしなければならないということで、

まずは、人の確保というところで、よりいい人材をということで人選をしたつもりで

はございます。 

  ただ、今言われますように、それが継続的に、公営塾に関しても、それからハウス

マスターについても、持続的な事業として展開しなければならないということであり

ますので、これからの課題になってこようかなということは私も認識しております。 

  ただ、この間、テレビも拝見しましたけども、協力隊がですね。地域のあれは、五

つ鹿ですかね。すばらしいといいますか。議員さんとか、また地域の住民の方々と一

緒に、地域の中で何が難しいところなのか、また悩んでいらっしゃるのか、また楽し

さといいますか、奥深さといいますか、そういうものも学んでもらえれば、なお３年

間のうちに鬼北を愛してもらえるような心が育つんじゃないかな。本当にありがたい

と思っておりますし、そこらも含めて給与体系についても、もう少し考えなきゃなら

んというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  よろしいですか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  了解しました。 

○議長（程内 覺君） 

  以上で質問１については終了します。 

  続いて、末廣議員、質問２についての質問を行ってください。 

○１１番（末廣 啓君） 

  質問２、自然災害への備えについてお聞きします。 

  ここ数年、毎年のように発生する自然災害。この夏も秋田県や九州北部、全国至る

ところで豪雨等が発生し、甚大な被害が新聞・メディア等で報道されたところでござ

います。 

  鬼北町においても、平成３０年に西日本豪雨で多大な被害をこうむったことは、記

憶に新しいところで、今後もふだんでは考えられないような事態が起こり得る可能性

があります。 

  そこで、下記のことを問います。 

  （１）西日本豪雨以来、鬼北町として災害に備える対策としてどのような対応を取
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っているのかを問う。 

  （２）町内の指定避難場所は何か所設置してあり、備蓄品等の対応はどうなってい

るのかを問う。 

  （３）各避難所では、何日間対応できる食料や物品の備蓄があるのかを問う。 

  （４）断水の場合は、水の供給をしていただいて、ある程度賄えてきましたが、停

電が発生した場合に、避難所での対応が困難になるかと思いますが、どのような対策

をしているのかを問う。 

  以上４点、お聞きします。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  それでは、末廣啓議員の第２番目の自然災害への備えについての御質問にお答えを

いたします。 

  まず、１点目の西日本豪雨以来、鬼北町として災害に備える対策としてどのような

対応を取っているのかを問うとの御質問でありますが、平成３０年７月豪雨災害では、

町内各地で多くの災害が発生し、甚大な被害がもたらされたことは記憶に新しいこと

と存じますが、この災害の経験を基に、その対応状況や課題を精査し、災害への対応

について検討を行ってきたところでございます。 

  まず、令和２年度に、新たに危機管理棟を新築し、平成３年４月１日から総務課危

機管理室を危機管理課に格上げするとともに、災害時の迅速な対応に向けた体制強化

を図るため、３年に一度実施していた町の防災訓練を、令和３年度から公民館単位に

よる持ち回りで、南海トラフ地震を想定した防災訓練を毎年実施するように見直しを

行い、実施いたしております。 

  なお、令和５年度におきましては、愛治地区・好藤地区で、それぞれ避難所運営に

特化した防災訓練を実施するとともに、鬼北町自主防災組織等連絡協議会及び鬼北町

防災士連絡協議会、並びに鬼北町学校関係者を対象としたＨＵＧ訓練、避難所運営ゲ

ームですけども、これを実施することといたしております。 

  また、第２回議会定例会の際にも答弁いたしましたように、防災対策は、住民が自

らの安全は自らで守る「自助」を実践した上で、地域において互いに助け合う「共助」

に努めるとともに、町及び県がこれらを補完する「公助」を行うことを基本とし、今

後におきましても、住民、自主防災組織等連絡協議会、そして防災士連絡協議会、事

業者等と相互に連携を図りながら、鬼北町防災訓練の実施や防災・減災対策に取り組
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んでまいりたいと考えております。 

  次に、２点目の町内の避難場所は何か所設置してあり、備蓄品等の対応はどうなっ

ているか問うとの御質問でありますが、町は、住民の生命・身体の安全を確保するた

め、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害等を踏まえ、公園、公民館、学校等

の公共的施設等を対象に、地域の人口、誘致圏域、地形、災害に対する安全性に配慮

し、その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時において安全が確保

される指定緊急避難所を２６か所、その２６か所のうち、１３か所は、指定避難所を

兼ねております。この緊急避難所を２６か所、そして避難者が避難生活を送るための

指定避難所を２６か所指定しております。 

  備蓄品につきましては、まず、食料についてですが、令和５年度当初において、米

やスナック菓子等、約５,５００食の非常食を備えております。飲料水については、

２リットルのペットボトルが７９２本、５００ミリリットルのペットボトルが１,３

６８本、合計で２,２６８リットルの飲料水を備えており、１日１人当たり３リット

ルの水を想定した場合、約７５０人分の備蓄がございます。また、物品については、

毛布が約６３０枚、段ボールベッドが２００台、その他、衛生用品やブルーシートな

どを備蓄いたしております。 

  町といたしましては、十分な備蓄内容とは言えない状況とも把握できますので、今

後も計画的に必要な備蓄食料、備蓄資材を整備してまいりたいと考えておりますが、

その一方で、町民の皆様にも、平時のうちから、食料や生活必需品等の確保に取り組

んでいただく必要があると考えております。今後も家庭備蓄の必要性を認識していた

だけるように、広報・啓発活動を実施してまいりたいと考えておりますので、御理解

をいただきますようお願いをいたします。 

  次に、３点目の各避難所では、何日間対応できる食料や物品の備蓄があるのか問う

との御質問でありますが、避難所を開設する際に、第１段階として、各地区公民館と

鬼北総合公園体育館の７か所を開設することとしており、それぞれの施設に食料約２

２０食と水６０リットル、１０人であれば食料７日分、水２日分相当を備蓄するとと

もに、毛布・段ボールベッド・間仕切り等につきましても、１０人分程度備蓄してお

ります。なお、それぞれの避難所において、食料・水・備蓄品が不足する場合は、防

災センターから運搬し対応することといたしております。 

  次に、４点目の停電が発生した場合、避難所での対応が困難になると思うが、どの

ような対策をしているのかを問うとの御質問にお答えをいたします。 

  停電が発生した際には、応急的・限定的な対応として、町内の指定避難所に配備し
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ている小型発電機により、必要最低限の電源を確保することとしておりますが、現状

では、避難所の運営が行えるほどの電力を町独自で賄うことは不可能であると考えて

いるところであります。現時点では、停電が発生した際に、停電の地域が限定される

場合は、停電のない町内への別の地域の避難所への避難者の移送を想定するとともに、

町内全域で停電が発生し、長期間にわたって復旧できないと判断される場合には、応

援協定を締結している市町へ協力を要請し、避難することを想定いたしております。 

  今後の対応といたしましては、鬼北町におきましては、２０５０年脱炭素社会の実

現を目指す中で、町の温室効果ガスの排出抑制や災害時におけるエネルギーの安定供

給として、再生エネルギーの普及に取り組むことといたしておりますが、令和５年度

からは、指定避難所を中心として、公共施設への自家消費型の太陽光発電設備及び蓄

電池の設備の設置を進めることといたしております。 

  御理解いただきますようお願い申し上げまして、末廣啓議員の第２番目の御質問に

対する答弁といたします。 

○議長（程内 覺君） 

  末廣議員、質問２、（１）について再質問はありますか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  ありません。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、質問２の（２）について再質問はありますか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  ありません。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、末廣議員、質問２の（３）について再質問はありますか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  今ほど答弁をいただきました備蓄品等については、食料とか、米とか、水とか、備

蓄していただいておるように思いますけども、果たして、その数で足りるのかどうか

は分かりませんが、衛生用品について備蓄されているのかどうかをお聞きしたいと思

いますが、タオルやマスク、消毒液などの感染症対策のための備蓄品も必要かと思い

ますけども、それは備蓄されておるのかどうかお聞きします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  危機管理課長が答弁をいたします。 

○危機管理課長（芝 達雄君） 
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  ただいまの衛生用品ですが、こちらについては、ちょっとどれぐらい備蓄があるの

か把握しておりませんので、後ほど回答させていただいたらと思います。 

  以上です。 

○１１番（末廣 啓君） 

  町として備蓄されとるんじゃなくて、各避難所に備蓄されているかどうかも含めて

お聞きしたんですけども。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  危機管理課長が答弁をいたします。 

○危機管理課長（芝 達雄君） 

  各避難所においては、防災倉庫を設置し、そこに食料品とかを保管しておるわけで

すけれど、主に先ほど町長の答弁にありました小型発電機とか、備品類、それから食

料品が主に保管されておりますので、今質問のあった件については、保管がなかった

というふうに存じております。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  了承ですか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  はい。 

○議長（程内 覺君） 

  （３）については、末廣議員、了承ですか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  ぜひ、各避難所にもそういう衛生用品、できれば備蓄を考えていただきたいと思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  続いて、質問２の（４）について再質問はありますか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  先ほどの答弁で、停電が発生した場合の対応について、町長から答弁をいただきま

した。最終的に太陽光とか、蓄電池とか、そこら辺も最終的には考えておるというよ

うなことでしたが、なるべく早く検討していただくことが必要じゃなかろうかなと思



－23－ 

います。壊滅的な打撃を受けたときに、他町への協力とかも考えておられるようです

が、鬼北町だけじゃなしに、近隣町村も打撃を受けるわけで、一緒に受けるわけで、

ほかの市町への協力が可能かどうかも分かりません。ぜひ、太陽光とかを早急に設置

したほうが心強く思いますが、最後にそこら辺、町長、答弁をお願いします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  議員各位にもこれまでに数回御案内いたしました、脱炭素社会の実現に向けた環境

省の補助事業における民間とのセットアップした事業というものの重点化事業という

ものの総事業費６億の部分を、採択は、愛媛県で新居浜市と鬼北町が受けておりまし

て、それを実現する形として５年度、６年度に実施するようにいたしております。公

共施設の部分について、先ほど申し上げましたように、避難所を中心として、そこを

先にやるということをしております。 

  実は、一昨日もですね、東京のほうで環境省の対策課長がいらっしゃる席で勉強会

がありまして、それに私参加しておりまして、そこで１５分間、鬼北町に時間をいた

だいて、そこで発表させていただきました。 

  脱炭素社会の実現として、その事業は７０億の事業を計画するというところで、今

ほどおっしゃいました、町内全体としての考えというものですけども、少し時間をい

ただきますと、やはり７月豪雨災害のときに、鬼北町内でも１名の犠牲者がいらっし

ゃったことはご案内のとおりでありまして、そのときに自衛隊に要請をしたけれども、

やっぱり土砂崩れのような捜索範囲が絞られとって、いつ犠牲になるか分からない状

況の中の緊急性が高いところを捜索するんじゃと。２０名、３０名の犠牲の方が出て

しまいましたけども、鬼北町でも１名捜索をしてほしいと言いましたけども、川に流

れた可能性が高いということで、捜索範囲が広くて、なかなか発見が難しいというこ

とで、自衛隊のほうでは参加してもらえませんでした。それは自衛隊の判断としては、

致し方ないというようなことを私も思うんですけども、そのときは、おばあちゃんを

助けたい一心で、やっぱり悔しい思いをしたといいますか、自分の力のなさを痛感し

たわけでありますけども、それを考えたときに、やっぱりそういう今後来るであろう

南海地震のときには、電源も含めて、やっぱり自分の町の安全というのは自分たちで

守らないかんということを考えると、電源がストップするということを考えれば、こ

のようなことは絶対に必要だと。それを町内になるべく多く広くしてですね。自家発

電するような町にしていくべきじゃないかなと。 

  脱炭素社会の実現というのは、田舎町ではまだまだ進んでおりませんけども、必ず

この時代が来るだろうなと。業者のほうも、業者さんというか、民間のほうもやはり
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ゼロカーボンの事業として世界に特化した企業としてのプライドをかけた、今から戦

いというのが始まっていくんだろうなと思うわけであります。 

  それを考えると、一緒になって、カーボンニュートラルの事業というものを進めて

いくべきだなと。その中の１つとして、これは必要なんだというふうな位置づけにし

ておりますので、御理解いただきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

  先ほど採択を受けました重点化事業については、５年度、６年度と申し上げました

けども、５年から１０年の６年間ということでございます。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  末廣議員、よろしいですか。 

○１１番（末廣 啓君） 

  了解です。 

○議長（程内 覺君） 

  これで末廣啓議員の質問を終わります。 

  ここで、しばらく休憩をしたいと思います。 

  再開を１０時１５分とします。 

休憩 午前１０時０４分 

                           

再開 午前１０時１５分 

○議長（程内 覺君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、６番、赤松俊二議員の一般質問を一問一答方式で行います。 

  赤松議員は質問席へ移動してください。 

  赤松議員、質問１についての質問を行ってください。 

  時間は、ただいまから６０分の予定です。 

○６番（赤松俊二君） 

  失礼します。議席番号６番、赤松俊二です。 

  先に通告のとおり、一般質問を行います。 

  まず、はじめに、質問１、今後の災害対応・災害対策について伺います。 

  去る６月３０日から１日朝にかけて降った大雨の影響で町道日向谷中ノ川１号線で

土砂崩れが発生をし、集落に続く町道をふさぎ、車両の通行ができない状態になって
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おります。迂回路の確保、そしてまた徒歩での通行は可能ではありますが、今後の災

害対応についてお伺いいたします。 

  （１）通行止めによるこの地域で生活をしている住民に大きく負担をかけているが、

火災、急病等の非常時の対応はすぐにできるようになったのかを伺います。 

  （２）中ノ川１号線の改修計画、復旧の見通しについてを伺います。 

  （３）孤立が予想される地域の大雨や土砂災害等の災害に備える対策について、地

域の事前把握や迂回路の計画についてを伺います。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  それでは、赤松俊二議員の第１番目の今後の災害対応・災害対策についての御質問

にお答えをいたします。 

  まず、１点目の通行止めによりこの地域で生活している住民に大きく負担をかけて

いるが、火災、急病等の非常時の対応はすぐにできるようになったのかを伺うとの御

質問でありますが、７月１日の大雨により、町道中ノ川１号線が土砂崩れのために通

行止めとなり、３戸、９名の方が孤立状態になりました。発災直後より、関係各課や

関係機関と早期復旧及び生活環境の改善に向けた協議を行ってきましたが、中でも、

火災や救急等の緊急時の対応については、鬼北消防署や消防団、さらには、診療所医

師とも十分な協議を重ねております。 

  発災直後は、車両通行が不能であった迂回路の林道中ノ川線も７月７日からは通行

可能となり、孤立状態は解消されましたが、その林道中ノ川線は、全線が未舗装であ

り距離も長いため、通行に片道３０分程度の時間を要することから、極めて不便な状

況でありました。 

  その改善に向けて、土砂崩落箇所のすぐ近くを迂回する仮設道路の整備に着手し、

８月２２日に、仮設道の通行が可能となっております。現時点では、まだ完全復旧に

は至っておらず、関係者の方々には、大変御不便をおかけいたしております。災害発

生時前に近い状況まで生活環境が改善、近づいてはいるものと考えております。 

  次に、２点目の中ノ川１号線の改修計画、復旧の見通しについて問うとの御質問で

すが、今後の復旧については、愛媛県が事業実施主体となる災害関連緊急治山事業に

より復旧を予定しており、現在、林野庁に計画書を提出し、審査を受けている状況に

あります。 
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  復旧の見通しですが、事業に係る予算については、愛媛県の９月補正予算に計上予

定されており、県の予算が可決されれば、１０月以降に詳細測量に着手され、工事入

札手続を経て、年内に工事が発注され、工事完了は令和６年１０月末頃の予定である

と伺っております。 

  工事が完了し、町道が完全通行可能となるまで、地元関係者の皆様には大変御不便

をおかけいたしますが、御理解いただきますようお願いをいたします。 

  次に、３点目の孤立が予想される地域の大雨や土砂災害等の災害に備える対策につ

いて、地域の事前把握や迂回路等の計画について問うとの御質問ですが、令和４年１

０月に改訂を行いました鬼北町地域防災計画では、孤立地区対策として、臨時ヘリポ

ート等を整備するほか、大規模災害時の情報伝達や物資輸送の手段を確保するなど、

迅速な応急対策を可能にする体制を整備することといたしております。 

  しかしながら、鬼北町は、山間部に集落が点在しているところが多く、土砂崩れや

道路の崩壊等により、町内至るところで孤立する地域が発生する可能性がないとは言

えず、現時点では孤立する地域を特定・把握することは困難でありますので、災害時

の対応策として、孤立集落との情報伝達手段確保のため、衛星電話の確保、携帯電話

に代わる通信網の導入に向けた協議・検討を進めているところであります。 

  以上で、赤松俊二議員の第１番目の御質問に対する答弁といたします。 

○議長（程内 覺君） 

  赤松議員、質問１、（１）について再質問はありますか。 

○６番（赤松俊二君） 

  それでは、再質問をさせていただきますが、仮設、今道路の整備については、今ほ

ど説明があったように、住民側の状況を踏まえて、しっかりと対応していただいたら

と私自身思っております。 

  しかしながら、この約５０日間、長いか短いかは別にしてですね。住民側からすれ

ば、非常に長く私は感じられたと思っております。 

  仮設道の整備については、今ほど、防災上、重要な経路を構成する道路でもありま

すので、時間と手間と労力をかけていただいて、計画どおりに行かないということに

ついては、私も理解できますが、併せてですね、ちょっと話はずれるかもしれません

けども、住民側からの立場を考えて、少しでも負担をかけずに生活を送るためにとの

思いである、そういった思いでですね。歩道の整備ができなかったのか、できていれ

ばですよね。できていれば、仮設道が計画どおり遅れてもあるし、一部住民からの不

満は出なかったのではないかなと私は思っておりますが、その辺の対応はできなかっ
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たのか、その点についてお伺いをいたします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  建設課長が答弁をいたします。 

○建設課長（上田 司君） 

  ただいまの赤松議員の御質問でございますが、議員おっしゃられるとおり、住民の

皆様には、多大なる御負担をかけたものと思っております。 

  ただ、私ども、早く、当初８月１５日に、仮設道目標に頑張りますということで作

業しておりましたが、諸事情、雨も降りましたし、いろいろな関係で、８月２２日に

仮設道は完成となりましたが、議員がおっしゃられるとおり、車両は通行する前に歩

道の整備も重ねて計画をして、少しでも住民の方に寄り添った対応ができればなと、

今になっては考えておりますが、当初の目標といたしましては、少しでも車両を通す

という目標がありましたので、その辺は、今後こういう災害が起きた場合に、現地を

しっかり精査して対応をしていくべきだと反省をしております。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  赤松議員、了承ですか。 

○６番（赤松俊二君） 

  今ほど答弁をいただきましたが、住民側からすれば仮設道についてのことを早く、

先ほど申しましたように、１日でも早くというような思いで、町側も一生懸命やって

いただいたということに対してはやっぱり感謝をしている、そういった思いはあると

思いますし、私自身も何回か現場を運んで見てみましたが、そこの中で働いている作

業員の方々も、暑い中、大変であったろうと私は思っております。 

  今後、できるできないはあろうかと思いますが、住民側に立って、寄り添った気持

ちで、今後も対応していただきますことを心がけていただきたいと思っております。 

  それと、今後の仮設道ついてですが、先ほど防災上、重要な経路を構成する道路で

あるということでありますが、その後の整備はしっかりと対応していただきたい。今

回の仮設道については、盛土で造った人工的な仮設道でありますので、今後、凹凸が

できたり、そしてまた、通行の支障を妨げる、そういった状況は考えられると思いま

すし、そしてまた、中ノ川線、あっこら辺の地域は、雪がそういった豪雪地帯、鬼北

町、そこまではないとしても、かなり冬場は雪の多い地域であります。そういったと

ころの除雪対策、そういったこともしっかりと対応していただきたいと思いますが、

今ほどの対応について再度お伺いいたします。 
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○町長（兵頭誠亀君） 

  建設課長が答弁をいたします。 

○建設課長（上田 司君） 

  今後の仮設道の対応につきましては、先ほど町長の答弁にもありましたように、防

災上の完成が、令和６年１０月末の予定となっております。あと１年以上の御使用を

していただくわけでございますが、その間、今議員おっしゃられたように、盛土等で

仮設しております道路でございますので、雨風雪等で通行に支障ができる場合もござ

いますが、その辺は、現状に応じて通行に支障がないように対応をしていく所存でご

ざいます。 

  また、雪道の除雪につきましては、今現在の中ノ川１号線につきましても、通行が

なかなか困難な場合につきましては、建設課のほうで除雪の作業をしております。た

だ今回、仮設道につきましては、勾配がきつい関係もありまして、作業員のほうと事

前にどういうふうな方法で除雪をするかというのを積雪時期の前に協議いたしまして、

対応をしたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  赤松議員、了承ですか。 

○６番（赤松俊二君） 

  はい、了承です。 

○議長（程内 覺君） 

  １については、よろしいですか。 

○６番（赤松俊二君） 

  はい、了解。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、赤松議員、質問１の（２）について再質問はありますか。 

○６番（赤松俊二君） 

  今ほどの説明で、ぱっとメモ書きやったんで正確なことは分かりませんが、最終的

には、令和６年１０月末完成の予定であるというような答弁やったと思うんですけど

も、私としては、１日でも早く、工事が完了することを願いますし、理事者側もそう

いった現状のことを踏まえて、県のほうにもいろいろと働きかけていただきたいと思

いますが、その辺いかがかですか、お伺いいたします。 

○議長（程内 覺君） 
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  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  県当局のほうにもですね、災害があった後、新聞報道もありましたので、皆さんよ

く御存じでいらっしゃいまして、１か月前に土木部長にもお会いしましたけども、日

吉の部分については、しっかりと対応してほしいという話をしたんですけども、担当

がですね、農林水産部のほうに変わりましたので、再度もう一回伺わなければならな

いなというふうには思っておりますけども、心配していただいておりますが、その分

については、再度私のほうも力強く何回も要望してまいりたいと思いますので、御理

解いただきたいと思います。 

○議長（程内 覺君） 

  赤松議員、了承ですか。 

○６番（赤松俊二君） 

  了承です。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、赤松議員、質問１の（３）について再質問はありますか。 

○６番（赤松俊二君） 

  （３）の再質問ですが、今回災害を迂回路として中ノ川林道が使われたわけであり

ますが、時間はかかるにしても、私も走ってはみましたが、やっぱり往復３０分ぐら

いかかるのかなというような、かかるそういった林道なんですけども、時間はかかる

にしても利用ができる、災害発生の大分前から、そういった面については、復旧整備

を行われておられたと、私も走ってみて感じたところでございますが、どうしても急

斜面のところについては、凹凸もあったり、走りにくいところはありますけども、そ

ういった整備はなされておったのではないかなと思っております。 

  そのような中での災害発生で、早期の通行が可能になったわけですが、そこで、町

内に孤立地が発生した場合の、この林道関係になるんで、質問のあれとはちょっとず

れる、回答ができなかったら後でもいいんですけども、迂回路となるべき林道がどれ

ぐらいあるのかなと。そしてまた、林道が通行可能な整備等は行われているのか、そ

してまた、そういった把握はされているのか、その点について１点お伺いいたします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  林道部局のほうでは、林道をしっかりと林業施業に使っていくというふうな認識は

ありますけども、強度がしっかりとそこは測って業者さんにやっていただいておりま

すけども、どの程度の地震で、そこがすぐに崩れていくというような把握は、それぞ
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れしてはおりません。 

  ただ、今から先、こういうようなことがあるんであれば、こんなことといいますか、

議員さんが言われるような、林道も緊急時の対応としてここが必要なんじゃというこ

とで、震度の状況によっては、この部分が崩れていくかもしれないというような予想

値を測るのも必要なのかなというふうな感じもいたしますので、少しお時間をいただ

きたいなというふうに思います。 

○６番（赤松俊二君） 

  今言った、町内の林道の路線等については、どうなんですかね。分かりますか。分

からないですか。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  農林課長が答弁いたします。 

○農林課長（奥藤幸利君） 

  町内に林道は７８路線ございます。その中で、集落に直接、または間接的に接続し

て、緊急時に迂回路として利用可能な今回の中ノ川１号線の町道の場合の林道中ノ川

線のような形で利用可能な路線につきましては、そのうち、１２路線ございます。こ

の１２の路線につきましては、１路線が地元管理団体による維持管理を行っていただ

いております。そのほかの林道につきましては、町管理道として、日吉農林公社に委

託して維持管理をやっております。維持管理内容としましては、年１回程度の草刈り、

また落石の除去、側溝の掃除などを行っておりますので、そういう形で維持管理を林

道はやっております。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  赤松議員、了承ですか。 

○６番（赤松俊二君） 

  今ほど今回何か所か、ちょっと分からなかったんですけども、今回孤立地区の対応

を踏まえて、今ほど説明があったように、迂回路としての利用が可能な集落間林道が

ちょっと分からなかったんですけど、路線があるというのは説明があったと思うんで

すけども、その中に中ノ川林道が入っていたということで、今回迂回路等の確保とし

て今回林道が整備されたことによって、一時的な孤立はあったにしても、孤立状況は、

その対策、対応をできたわけですけども、せっかく集落間を結ぶ林道の目的は違うか

もしれませんけども、その対策として、そういった鬼北町防災マップとかに、そうい

った林道の路線について地区別に変わると思いますけども、どういったらいいんです
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か。そういった集落間を結ぶような路線については、防災マップ等に表示するとか、

そうすることによって、防災の孤立対策の１つとして、住民側に孤立が予想される地

域の事前把握の地域というようなことも対策の１つとしてあるわけで、そういったこ

とに対して、今の林道間のそういった路線を地区別に対策の１つとして、そういった

考えはないか、その点についてお伺いします。 

  最後でお伺いいたします。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁できますか。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  危機管理課長が答弁をいたします。 

○危機管理課長（芝 達雄君） 

  ただいまの質問に対してですが、この管理についてはなかなか難しい、これからの

検討課題だとありますので、ただいまの意見を参考に検討させていただいたらと思い

ます。 

  以上で回答といたします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  防災マップという話と防災計画の話がありましたけども、危機管理のほうでは、今

回のような災害豪雨の部分と地震対策の両方の部分を考えながら防災計画をつくっと

るのは、もう御案内のとおりと思うんですよ。やはり住民の方々は、自分とこの近く

に林道があるということは、ずっといらっしゃる方は分かっていらっしゃる。ただ、

地震があったときに、危ない林道を通ってくれというのは、なかなか難しいというか、

それをマップに載せるというのもどうかなというふうに私は思うんですけども、ただ、

それよりも林道としてしっかりと舗装をして、ある程度、集落間としての林業施業以

外の効果的な利用ができるところについては、議員の言われるとおり、そこらの部分

は載せても構わんかなと。林道にもいっぱいありますので、そこら辺りは対応しなが

ら、より住民の方に選択肢を増やす形のもの、安全に選択をしたことは理解して、そ

のようにやっていきたいなと思いますので、御理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  了承ですか。 

○６番（赤松俊二君） 

  了承。 
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○議長（程内 覺君） 

  以上で質問１については、終了します。 

  続いて、赤松議員、質問２についての質問を行ってください。 

○６番（赤松俊二君） 

  それでは、質問２についてお伺いいたします。 

  空き家・空き地の管理について。 

  空き家・空き地の管理については、法律上、管理者は所有者に責任が生じるもので

あり、抜本的な対策を講じるのが難しい状況であります。しかしながら、少子高齢化

の進行に伴い、所有者不明の空き家・空き地が今後増加をし、管理されず放置され、

雑草雑木の影響により地域における衛生面や安全面の悪化が懸念される中、以下につ

いてお伺いいたします 

  （１）空き家、または空き地に対する苦情相談があるのかお伺いいたします。 

  （２）空き家は空き地で不法投棄、害虫、火災等の危険性を伴う場合、近隣住民の

安全を確保する対策があるのか伺います。 

  （３）空き家、または空き地の雑草・雑木により、害虫の発生など周辺に悪影響が

ある場合、雑草・雑木の除去など行政によるその対策はあるのかお伺いいたします。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  それでは、赤松俊二議員の第２番目の空き家・空き地の管理についての御質問にお

答えをいたします。 

  １点目の空き家、または空き地に対する苦情相談はあるか問うとの御質問ですが、

空き家の管理に対する相談につきましては、未管理により伸び放題となった雑草・雑

木の管理、夏場の害虫駆除などの相談が、ここ１０年で２件ありましたが、担当課の

ほうから所有者の方へ、環境保全の観点から土地の適正な管理をしていただくよう通

知しております。 

  また、老朽化した空き家からの瓦等の落下物による通行支障への相談が、ここ５年

間に１２件ありましたが、そのうち７件につきましては、所有者と管理者の方に状況

を説明し、対象物の除却をしていただきました。このうち４件につきましては、鬼北

町老朽危険空き家除却事業補助金を利用していただいております。 

  また、空き地につきましては、その管理についての相談は、関係課に確認したとこ

ろ、ありませんでした。 
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  次に、２点目の空き家、または空き地で不法投棄、害虫、火災等の危険性を伴う場

合、近隣住民の安全を確保する対策があるのか問うとの御質問でありますが、赤松議

員御承知のとおり、空き家等の管理につきましては、「空家等対策の推進に関する特

別措置法」により、所有者、または管理者が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよ

う、空き家等の適切な管理に努めるものとされております。 

  町におきましては、今後におきましても、火災や不法投棄など犯罪発生の原因とな

る雑草等放置などの管理不全とならないよう、住民の方々からの情報等を基に、所有

者等が未然防止として立入禁止看板の設置や、ロープを張るなどの対策や、害虫が発

生しないよう雑草対策を講じていただくよう、今後も引き続き、適正な管理を行う重

要性や、管理不全の空き家等が近隣住民の生活環境に及ぼす影響等について周知・啓

発を図っていきたいと考えております。 

  ３点目の空き家、または空き地の雑草・雑木により、害虫の発生など周辺に悪影響

がある場合、雑草・雑木の除去など行政によるその対策はあるのか問うとの御質問で

すが、住民から空き家等が管理不全な状態であるとの情報提供があった場合は、「鬼

北町空家等適正管理に関する条例」に基づき、個々の案件に対し、企画振興課、建設

課、環境保全課など関係する課が連携し、必要に応じて、鬼北町空家対策協議会にお

いて、個々の対応を協議し実施することにいたしております。 

  条例におきましては、空き家等の適切な管理は、所有者等の責務であることを定め

ており、町民の方から情報提供があった場合には、「空家等対策の推進に関する特別

措置法」に基づく実態調査、立入調査、特定空家等の認定、改善指導、勧告、措置命

令、公表、行政代執行、所有者の負担による安全代行措置ができることを定めており

ます。 

  町といたしましては、空き家等の適切な管理は、所有者等の責務であると定めてい

る法律及び条例の趣旨に基づき、対象となる空き家が町道等に隣接している一般的な

場合は、担当課のほうから町道管理、住宅における空家環境保全からの観点から、空

き家宅地内の適切な管理をお願いしますとの要請文書を送付して対応をお願いしてお

りますが、対象になる物件が民地同士である場合は、問題が民事訴訟へと移っていく

場合がありますので、心配事相談への御相談をお勧めしております。 

  全国的にも年々空き家が増加し、その対策は大きな社会問題となっており、今後、

行政の関与がますます増大していくことが予想されますが、住民の生活環境の保全及

び安全で安心な暮らしの実現に寄与するよう、住民や警察、消防機関等の関係機関と

連携して、犯罪や火災等を未然に防止する取組を進めてまいりたいと考えております



－34－ 

ので、御理解いただきますようお願いいたします。 

  以上で、赤松俊二議員の第２番目の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（程内 覺君） 

  赤松議員、質問２、（１）について再質問はありますか。 

○６番（赤松俊二君） 

  苦情相談がですね、今ちょっと走り書きで正確な数字、間違っているもしれません

けど、もう少しあるのかなと思ったわけですけども、意外と少ないのかなという感じ

はしたわけですが、そこで空き家ですよね。空き地に対する町民からの意見や苦情な

どを受け付ける窓口体制がやっぱりどうなっているのかが分からないというところが

あるんやないかと思うんですけれども、その空き家、内容によってですよね。その内

容の受付が異なると思いますが、空き家・空き地それぞれあると思うんですけども、

その辺の体制を、今後、こういった苦情相談等が多くなることは予想されるわけで、

そういった体制をこの窓口の体制は今現在どうなっているのかをちょっとお伺いいた

します。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  企画画振興課長が答弁をいたします。 

○企画振興課長（小川秀樹君） 

  今ほどの御質問でございますが、鬼北町が定めております鬼北町空家等対策計画、

こちらホームページのほうにでも公表をさせていただいているところでございますが、

こちらにおきましては、庁内の組織の役割といたしまして、総合的な窓口を企画振興

課とさせていただいて、それぞれの内容に応じて各課で御対応をいただく、そういっ

た形で計画のほうにお示しをさせていただいております。 

  しかしながら、今ほど議員さんの御指摘がございましたように、非常に住民さんの

ほうが、その点を御理解いただく部分まで至っていないと、周知不足という部分もご

ざいますので、その点は御指摘を基に改善等を図っていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  赤松議員、了承ですか。 

○６番（赤松俊二君） 

  了承です。 

○議長（程内 覺君） 

  赤松議員、質問２の（２）について再質問はありますか。 
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○６番（赤松俊二君） 

  （２）なんですが、今回所有者が不明であったり、通知を行っても所有者からの意

見を表示しない場合には、町としては、どういうふうな対応を取られているのか、そ

の点お伺いいたします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  企画振興課長が答弁をいたします。 

○企画振興課長（小川秀樹君） 

  今ほどの御質問でございますが、先の答弁では、通常所有者のほうに、まずは通知、

その後に条例に該当するような指導、勧告、措置命令、場合によっては代執行、そう

いった部分が考えられることがございますが、御指摘いただいた部分、所有者が分か

らない、また、相続人さん自体がいらっしゃるのかどうかも分からない、そういった

部分については、まずは管理者が誰であるのか、そこの選任をしっかりしていくとい

うことが大事だと考えているところでありまして、条例に定めております所有者の責

務という部分を一義に考えているところでございます。 

  今回、民法等の改正によりまして、所有者不明な場合は、所有者不明土地、建物の

管理人の選任ということが、利害関係人の請求でできるということと同時に、併せて

その請求については、町のほうも請求をすることができる、そういった法改正も予定

をされているというふうに聞いております。まず、管理をしていただく方をしっかり

と選任させていただく中で、土地の管理をしっかり適正に図っていただく指導、御案

内をしていきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いをいたします。 

○６番（赤松俊二君） 

  これはもう（２）の最後なんですが、今回、私も適正管理に関する条例等は例規集

のほうでいろいろと見て、それなりに鬼北町も空き家に対してのある程度踏み込んだ

ことができるような適正管理条例をされていると思いますが、これはまた話がずれる

というか、空き家に対しては町の適正管理する条例、また、特措法によって、ルール

づくりがあろうかと思いますが、土地に対してのルール、これについては、農地につ

いては農業委員会。空き地でも農地とか、農地以外、そういったことで、農地につい

ては農業委員会の農地法と、そういったところになろうかと思いますが、農地以外に

ついて空き地、それについてのですね、これからも鬼北町の住民が安心・安全に生活

していくために、守るためにも、町独自のルールとか、できれば条例をつくる、そう

いったことは考えておられないか、その点についてお伺いいたします。 

○町長（兵頭誠亀君） 
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  企画振興課長が答弁をいたします。 

○企画振興課長（小川秀樹君） 

  今ほどの御質問でございますが、御承知のとおり、空き家につきましては、空き家

の適正管理に関する条例ということで、所要の指導等をさせていただく規定がござい

ますが、空き地等土地につきましては、土地基本法によって、所有者がしっかりと管

理をしていただくという規定が設けられているところでございますが、管理条例等は、

町のほうではつくっておりません。 

  ネット等でいろいろよその市町の内容を確認いたしましたら、新たに空き地の適正

管理に関する条例とか、そういったものを徐々に整備をされている部分もあると、一

応情報で確認はさせていただいたところでございますので、また、担当課がどこにな

るかというのは別にいたしまして、関係課と協議をする中で、そういった部分の制定

についての在り方については、また、検討していきたいと思います。 

○議長（程内 覺君） 

  よろしいですか。 

○６番（赤松俊二君） 

  了解。 

○議長（程内 覺君） 

  赤松議員、質問２の（３）について再質問はありますか。 

○６番（赤松俊二君） 

  （３）の再質問ですが、これは住民の声として、いろいろとそういった声を踏まえ

て、最後に町長の見解を伺いたいと思いますが、相続人が都会にいてですね。現状を

把握していないケースとかもあると思います。そのために、隣地に住んでいる住民が

ですね、はみ出してくる雑草や雑木の処理ができない、そういった現状もあるわけで、

今後、人口が減少する中において、そうした事態の発生が今後ますます増えることが

予想されると思います。 

  鬼北町においては、先ほど申しましたように、適正管理に関する条例に基づいて対

応されていると思いますが、これはあくまでも、私冒頭に申しましたように、民民の

問題であり、町が強制力をもって介入するということは難しく解消できないケースも

多々あろうかと思いますが、私としては、引き続きできる限り可能な対応を行ってい

ただくよう町長に求めますが、最後にその見解をお伺いいたします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  空き地・空き家の部分については、よく言う行政といいますか、行政財産でない部
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分に税金を投入するということがですね、いい場合と、これまでの四半世紀前、５０

年前では考えられなかった状況が出てきているというような私は把握をしております。 

  それが議員さんの御指摘のとおり、近隣の住民の方への不安といいますか、安心・

安全の部分に亀裂が入ってしまうということを心配をしていただいておりますので、

その部分について、できる限りのことはせないかんなというふうに思うんですけども、

今私の何というかな、右や左を見る状況を見て分かりますように、空き地、それから

農地、土地、そこら辺についてもですね。しっかりした小さい町では、全部を全部担

当課をつくるというような状況にはないものですから、窓口は一本化しておりますけ

ども、その内情によってそれぞれ分かれている。 

  その中で、一番危険度の高い、例えば侵入者がおるとか、危険な害虫がおるという

ふうな切迫した部分については、あくまでもそこは税金を投入してやらなければなら

ないなと思うんですけども、先ほど議員が言われました、少し草が出とるとかという

ところまでの苦情の処理というのは、なかなか現在のところは難しいんじゃないかな

と。ある意味、それをやっていただくようなシルバー人材センターの方々や、それか

ら蜂の処理をしていただく方、民間の方も少しずつ手数料等でやっていただいとる、

そんなありがたい部分の方々も含めまして、安全を確保していくために、行政と民間

のほうで努力をしていかなければならないなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  赤松議員、了承ですか。 

○６番（赤松俊二君） 

  了承です。 

○議長（程内 覺君） 

  これで赤松俊二議員の質問を終わります。 

  次に、４番、中山定則議員の一般質問を一問一答方式で行います。 

  中山議員は質問席へ移動してください。 

  時間は、ただいまから６０分の予定です。 

  中山議員、質問１についての質問を行ってください。 

○４番（中山定則君） 

  議席番号４番、中山定則です。 

  先の通告のとおり、一般質問を行います。 

  質問１、街区公園・ポケットパークの整備について。 
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  街区公園・ポケットパークの整備について、次のことを問います。 

  （１）広楽荘跡地に公衆用トイレつきの街区公園を整備できないか問う。 

  （２）ポケットパークの整備は、第二次鬼北町長期総合計画後期基本計画にありま

す。その進捗状況について問う。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  それでは、中山定則議員の第１番目の街区公園・ポケットパークの整備計画につい

ての御質問にお答えをいたします。 

  １点目の広楽荘跡地に公衆用トイレつきの街区公園を整備できないか問うとの御質

問ですが、街区公園につきましては、「もっぱら街区に居住する者の利用に供するこ

とを目的とする公園で、誘致距離２５０メートルの範囲内で、１箇所当たり面積０.

２５ヘクタールを基準として配置する。」と定義されております。 

  広楽荘跡地の面積につきましては、およそ０.４ヘクタールであり、基準面積の１.

６倍となっております。また、誘致距離内の現況につきましても、北側には優愛の里、

西側には北宇和病院があり、東側は農地が多く、まとまった住宅地は南側にしかあり

ませんので、広楽荘跡地につきまして、街区公園としての利用には適さないと考えて

おります。 

  次に、２点目のポケットパークの整備は、第二次鬼北町長期総合計画後期基本計画

にある。その進捗状況について問うとの御質問ですが、ポケットパークにつきまして

は、令和元年第４回議会定例会において、中山議員からの御質問に答弁いたしました

とおり、近永駅周辺への整備を検討しております。整備箇所につきましては、決定し

ておりませんが、アエレールきほく、ワームス、近永駅舎等周辺施設と機能し合って、

地域住民はもとより、鬼北町を訪れていただく皆様の憩いの場所となるよう検討いた

しております。 

  また、その財源につきましては、現在作成中の鬼北町都市計画基礎調査を基に、鬼

北町立地適正化計画の策定を予定しておりますので、この立地適正化計画の策定によ

って、活用できる公園事業の国庫補助金の充当を考えております。 

  以上で、中山定則議員の第１番目の御質問に対する答弁といたします。 

○議長（程内 覺君） 

  中山議員、質問１、（１）について再質問はありますか。 
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○４番（中山定則君） 

  広楽荘跡地の利用について、令和３年第４回定例会で、私一般質問をいたしており

ます。そのときの答弁では、町立病院や役場庁舎に近い敷地であることから、災害時

の緊急避難場所としての利用を含め、活用策を検討するということでした。 

  この約４,０００平米の町有地について、この近くに住んでいる居住の方々の憩い

の場、子どもの遊び場、災害時の緊急場所として公園化することについて再度提案し

ますが、答弁をお願いします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  前の答弁も私も記憶いたしておりますけども、中期計画のほうにしっかりとこれを

したいということができるタイミングとですね、少しずれたために、今後の分につい

ては、少し考えなきゃいけない部分があるということは御承知いただいておると思い

ます。 

  やはり前の町長さんとの関係で、北宇和病院、また旭川荘の関係で、計画的な部分

があったわけですけども、私も含めまして、そこについては断念せざるを得ない状況

があったということは御理解いただきたいなというふうに思います。 

  この後に、ここの部分をですね、今ほど議員が言われましたように、災害の部分と

いうのを一つの案でありますけども、北宇和病院の東側というところで、何かそれに

附帯して付加価値としていい活用の仕方がないかということを今も考えておる最中で

ございます。 

  ただ、先ほど申し上げましたような、いろんなところを使う財源ということを考え

ますと、どうしても少しここについては立ち止まってですね、よりよい方向を考える

ことを今の状況であるということで御理解いただきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  中山議員、了承ですか。 

○４番（中山定則君） 

  今の町長からの答弁ですと、令和３年第４回の定例会のときの答弁から変わったと

いうことの理解でいいんですか。 

  再度伺います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  やはり構想とですね、実際のこれを何をするということについては、議員各位、地

域の住民の方にも相談をしなければならないんじゃないかなと思うんですよ。あそこ
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の土地は、町の土地と広域の土地が一部入っておりまして、広域のほうの部分にも相

談するのには、しっかりとした計画をつくってからの公表ということになるんじゃな

いかなというところでありまして、また、できましたら、このポケットパークの部分

を欲しいなという気持ちもありますけども、ただ、先ほどの答弁で申し上げましたよ

うに、その位置としてもう少し考えなければならないかなというところで、今現在の

ところは、災害関連、またはそれ以外の医療、商業関連等についても幅広く考えるべ

きではないかなというふうに思っているところでございます。 

  以上です。 

○４番（中山定則君） 

  やはりこの地域、旭町というか、この病院近くに公園がないんです。その辺も含め

て、再度適さないという回答であったんですが、再度検討というか、公園化の検討を

していただいたらどうかということでお伺いをします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  建設課長が答弁をいたします。 

○建設課長（上田 司君） 

  ただいまの中山議員の御質問でございますが、先ほど町長の答弁でもございました

ように、街区公園といいますと、街区というのは、町並み、区切られた住宅密集地と

いうふうに認識しておりますが、そこに住まわれる方々の憩いの場といいますか、そ

ういう目的で街区公園ということで定義がございますので、今答弁にありましたよう

に、そこの空き地につきましては、そういう密集した住宅地が南側の一部しかござい

ませんので、その辺は街区公園をもし造るとするなら、ポケットパークとかぶる部分

があるんですが、やはり設置場所といたしましては、駅前周辺になるのかなというふ

うに考えております。 

  また、旭町周辺に公園がないと今言われましたが、一応奈良川緑地公園、もしくは

ちょっと遠くなりますけど、近永公園等河川敷ゾーンに一応公園ということでござい

ますので、それほど離れたところにないわけではないというふうには認識はしており

ます。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  中山議員、了承ですか。 

○４番（中山定則君） 

  はい。 
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○議長（程内 覺君） 

  それでは、中山議員、質問１の（２）について再質問はありますか。 

○４番（中山定則君） 

  ポケットパークの整備について、ＪＲ近永駅周辺で検討中ということなんですが、

近永駅周辺賑わい創出ビジョン実施計画、近永ビジョン２０２２から２０３１の町な

か再生チャレンジに、空き地を利用したポケットパーク等の整備でポケットパーク駐

車場の整備が載っております。ということで、ポケットパークの整備については、質

問いたしておりますように、後期基本計画の最終年度、令和７年度までに整備をする

のか、再度質問をいたします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  ポケットパークを含めて、近永賑わい創出の計画については、計画どおり進めたい

という気持ちはあるわけでありますけれども、やはりその中には、実際に一つひとつ

整備をしていく中で、議会等との協議の末、なかなか思うようにいかない部分、それ

から、必要以上にしっかりと議論していただく部分、それはありますので、それが計

画どおりいくのか分かりませんけども、ただ、私が思いますのに、ポケットパークそ

のものの定義としては、やはり芝生とか、木陰とかいうようなイメージがありますけ

ども、駐車場も含めて、１つの家を中心にみんなが集える場所とかいうようなのもポ

ケットパークの１つの定義として今からいるんじゃないかなと私は思っております 

  １つの大きな空き地というようなイメージではなしに、駐車場を含めた１つの人が

集まるエリアというふうな部分で、ポケットパークの部分の概念を少し変わった部分

でも何とか整備したいなという気持ちを持っておりますけども、ただ、計画を何年ま

で必ずやるということについては、それはそのように推し進めていくというところで

御理解いただきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  了承ですか。 

○４番（中山定則君） 

  今検討中、どの辺りまで、場所的にもどの辺りまで検討されているのか、再度質問

します。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  企画振興課長が答弁をいたします。 

○企画振興課長（小川秀樹君） 
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  今の御質問ですが、近永駅周辺を含めた町エリアということで考えておりますが、

具体的な場所の選定、また協議等までには至っておりません。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  中山議員、了承ですか。 

○４番（中山定則君） 

  はい。 

○議長（程内 覺君） 

  以上で質問１については終了します。 

  続いて、中山議員、質問２についての質問を行ってください。 

○４番（中山定則君） 

  質問２、生涯学習交流拠点施設の建設について。 

  平成３１年４月、宇和島駅前にオープンした「パフィオうわじま」のような次の機

能を備えた生涯学習交流拠点施設をきほくの里保育園横に建設できないか伺います。 

  ①として、講演会、コンサート、発表会ができるホール。 

  ②町民が自由に使えるフリースペース。 

  ③一般図書、児童図書、地域資料コーナーを配置した図書館。 

  ④子育て世代を支援するフロア。 

  ⑤全天候型の公園。 

  この機能を備えた生涯学習交流施設をきほくの里保育園横に建設できないか伺いま

す。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  それでは、中山定則議員の第２番目の生涯学習交流拠点施設の建設についての御質

問にお答えをいたします。 

  宇和島駅前にオープンした、パフィオうわじまのような次の機能を備えた生涯学習

交流拠点施設をきほくの里保育園横に建設できないのか問うとの御質問でありますが、

改めて、これまでの近永アルコール工場跡地の活用についての考え方について整理を

いたしますと、平成１５年に国から払い下げを受けた当時の住民の皆さんの意見集約

では、企業誘致用地、分譲住宅用地、イベント、コンサート、講演会ができる文化施
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設や図書館、スポーツ施設、レジャー施設をという幅広い内容の御提案をいただきま

した。一方では、将来に財政負担をもたらす施設は作るべきではない。箱物は失敗例

も多く作るべきではないといった御意見もいただいたところであります。 

  それらの御提案、御意見を踏まえて、近永アルコール工場跡地活用検討委員会で御

協議をいただき、平成１８年３月に、住宅用地、商工業用地、公共用地として活用す

るのが適当であるとの答申をいただいたところであります。 

  その答申を踏まえ、平成１９年から工場跡地の一部を住宅用地として分譲し、令和

元年９月までに、６６戸の住宅用地を完売したところであります。その一方で、残っ

た土地につきましては、商工業用地、公共用地としての活用を検討しておりますが、

ある民間事業者から、子育て支援施設、公園、住民交流施設、商業施設等を盛り込ん

だ複合的な施設をＰ．Ｐ．Ｐ方式で整備する御提案をいただいたところであります。 

  Ｐ．Ｐ．Ｐ方式は、公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政、民間が連携して

行う方法であり、民間事業者が建設した建物をリース料金を支払って町が運営する方

法と、指定管理者制度や包括的民間委託制度を利用して民間事業者が運営する方法な

ど多様な選択ができることがメリットの１つとなっております。 

  計画の中の１つである子育て支援施設のうち、保育園につきましては、鬼北町の施

設として、交付税措置のある過疎債を財源として整備し、運営したほうが財政的に有

利なこと、また、指定管理者制度等を利用した場合の職員の処遇などの様々な問題が

あり、町が建設し運営をすることにして、きほくの里保育園を整備したものでありま

す。 

  また、商業施設につきましては、Ｐ．Ｐ．Ｐ方式で整備し、民間事業者が運営する

のが最も最適であると考えておりますが、民間事業者のほうで、アルコール工場跡地

に立地可能な商工業者を調査したところ、本町において、既に営業している事業者と

同じ業態での事業者で、町としては、競合は避けるべきとの考えから、現在再検討が

必要な状況になっております。 

  一方、子育て支援施設につきましては、担当課において、先進地視察を行うなど、

施設の内容等について、少しずつ検討を行っているところであります。その施設に行

けば、子どもが１日中楽しく過ごせることができるとともに、子育ての悩みも親同士

が共有したり、職員に相談したりできる施設で、子どもを連れてきたお父さん、お母

さんや、おじいちゃん、おばあちゃんもリラックスして時間を過ごせるような施設が

できればと考えております。 

  中山議員の御質問にあります、パフィオうわじまのようなホールと図書館について
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は、現在のところ整備する考えはございませんが、子どもや大人が時間を過ごせる図

書スペースや、交流スペース、雨天でも子どもたちが遊べる施設を整備できればと考

えております。 

  なお、今ほど御説明いたしましたアルコール工場跡地の活用につきましては、誘致

したい商工業者の業種の検討や、子育て支援施設の先進地視察など、担当課のほうで

一部検討は進めておりますが、町民の皆さんに喜んでいただけるような施設の検討を

行い、地域の活性化につなげていきたいと考えておりますので、御理解をいただきま

すようお願いを申し上げます。 

  以上で、中山定則議員の第２番目の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（程内 覺君） 

  中山議員、質問２について再質問はありますか。 

○４番（中山定則君） 

  宇和島市学習交流センター、パフィオうわじまについては、学んで、遊んで、楽し

んで様々な方の笑顔が集い、自分らしさが見つかる新しい学習交流施設として建設を

されました。子育て世代の支援法案について、１日当たり１００人程度の利用がある

ようです。 

  鬼北町においても、住みたい、住み続けたい魅力のある鬼北町を実現するための環

境整備が必要だと思います。生涯学習の視点に立って、町民にとっては、なくてはな

らない施設である図書館。先ほどホール、図書館は、この計画に入ってないという答

弁であったわけなんですが、町民にとってはなくてはならない施設、図書館。気軽に

立ち会える場所、新しい活動、交流拠点として、ホール等は文化活動の推進等に必要

だと思います。 

  それで、人生１００年時代を見据えた生涯学習交流拠点施設として、ぜひ整備して

はどうかという提案をいたしましたので、ホール、図書館等についても、宇和島市に

あるパフィオうわじまの利用状況等も視察していただいて検討していただいたらと思

いますので、再度質問をいたします。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁できますか。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  答弁でも申し上げましたように、図書館とかいうような、これが必要なんじゃとい

うようなことは私は思っておりませんで、やはり子育ての支援の方々と、それからお

父さん、お母さんの時代、おじいちゃん、おばあちゃんの時代の人が一堂に集えるよ
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うなところがあればいいなというのは思っております。 

  ２５年前と違うのは、やはりＩＴ社会が発達をし、それで自宅のほうで何ができて、

何ができなくなったのか、そこらをよく考えなければならないなと。 

  一番心配しとるのは、子育て世代の方々が夏場に外でなかなか遊べなくなった。気

温の上昇等、直射日光としての弊害ですか。そこら辺りでですね、やはり少し出るの

が難しくなった状況等がありますので、また、それぞれの御家庭に空調施設が整備さ

れた、その分がもう９割以上が整備されておるという状況から考えますと、やはりそ

こらも踏まえた建物の中で過ごせる施設という部分については、中山議員さんと同じ

考えを持っております。中のそれをどのようなもので過ごしてもらうかというものに

ついては、まだまだ考えなければならないなと思っておりますので、御理解いただき

たいなというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  中山議員、よろしいですか。 

○４番（中山定則君） 

  図書館については、町長が必要ないという見解のようでありますが、ホール等も図

書館についてもそうなんですが、生涯学習の視点に立っていただいて、今からちょっ

と読み上げるのは、広島県立生涯学習センターの生涯学習の基本的な考え方というの

があるんですが、「生涯学習の効果として、学習活動の成果は、一義的には個人に帰

するものでありますが、地域社会における次のような効用もあります」ということで、

「学習を通じて絆、仲間づくりができ、地域の連帯感が醸成される。学習によって、

文化的、経済的な向上、地域教育力の活性化がもたらされる。学習によって、社会参

加意識が高まり、ボランティア活動などが盛んになり、行政経費の削減、その他の副

次的な効果を生む」ということで、「ボランティア活動の活発な地域は、犯罪発生率、

失業率が低い傾向にあると言われています」ということがあります。 

  ということであり、生涯学習を進める拠点施設として、もう再々言うわけですが、

パフィオうわじま的な施設の検討をぜひしていただけないかなと思いまして、質問を

させていただきました。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  私が図書館が必要ないということは申し上げておりません。あったらいいなと。だ

けども、今の段階では考えていないというようなことで御理解いただきたいなと思い

ます。 
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  それと、パフィオと同じような形というものは、私もしたいというところで、その

中身について、子育て支援の方々を中心とした、温かみのある施設を作りたいという

ふうに申し上げました。もう一つ、図書館が必要ないというふうなことじゃなしに、

今子どもたちに図書館が必要以上に何が必要かということをですね。子どもたちが、

実際の活字としてある本を読むことに力を入れとることは理解していただけとるんじ

ゃないかなと思うんですけども、図書館を作るまでにですね。子どもたちが活字から

離れておると、そこを何とかせないかんということで、本屋に行こうプロジェクトと

いうことで、１人２,０００円までの本を一緒に選べるというところで、町内に１軒

しか本屋がありませんから、競合する必要がないということで、あそこに御迷惑をか

けとるんですけども、そこに行って本を選ぶのにそれを楽しみにしてもらってるとか、

親の方々は、本屋に行くんやったら事前に一緒にどんな本を選ぶかということを親と

一緒に下見に行ってもらう方も出てきたと。そいうような、図書館に行く。また活字

等を読むことを経験してもらう。そこを始めなければ、なかなか図書館を建設して、

それをメインに、どういう方に、どういう形で来てもらうかというところ、活用計画

についても、議会、住民の方からも御指摘、御指導をいただかなければならない状況

が発生する。それまでの今は段階まで落ちてきとると私は思っております。本当に活

字が必要な子どもたちに、それをしっかりと提供することが今は必要だというところ

で、税金を使わせていただいていますので、そこについては御理解いただきたいなと。 

  生涯学習施設の拠点の施設の分、議員さんと１００％同じではないかもしれません

けども、それに近いものは作りたいという気持ちは一緒ですので、御理解をいただき

たいなというふうに思います。 

  以上です。 

○４番（中山定則君） 

  図書館の整備状況、公然だと思うんですが、全国で市区立では、自治体数が８１５

自治体のうちの８０７、町村立では、９２６自治体のうち５４０、５８％が町村立で

も整備をされています。ちなみに県内９町のうち、松前町、久万高原町、砥部町、内

子町、伊方町は整備をされていますという実態になっております。 

  それで、図書館については、子どもからお年寄りまでということでの理解をしてい

ただいてると思うんですが、ぜひとも、もう答弁は要りませんが、再度、図書館、ホ

ールについて検討いただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁は要りますか。 
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  今の御意見で答弁は要りますか、要りませんか。 

○４番（中山定則君） 

  要りません。 

○議長（程内 覺君） 

  ほかに質問はございませんか。ないですか。 

○４番（中山定則君） 

  はい。 

○議長（程内 覺君） 

  質問２については、よろしいですか。 

○４番（中山定則君） 

  はい。 

○議長（程内 覺君） 

  これで中山定則議員の質問を終わります。 

  次に、５番、山本博士議員の一般質問を一問一答方式で行います。 

  山本議員は質問席へ移動してください。 

  山本議員、時間はただいまから６０分の予定です。 

  山本議員、質問１についての質問を行ってください。 

○５番（山本博士君） 

  議席番号５番、山本博士です。先に通告のとおり、一般質問いたします。 

  質問１、放課後児童クラブについて。 

  放課後児童クラブは、保護者が就労等などにより、昼間家庭にいない小学校１年生

から６年生の児童を対象に、放課後に遊びや生活の場を提供し、その健全育成を図る

事業です。共稼ぎの家庭にとりましては、大変ありがたい事業であると思います。 

  次のとおり問う。 

  （１）放課後児童クラブの利用状況について伺う。 

  （２）土曜日や夏休み等、休業日における昼食の提供はできないものか伺う。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  それでは、山本博士議員の第１番目の放課後児童クラブについての御質問にお答え

をいたします。 

  まず、１点目の放課後児童クラブの利用状況について問うとの御質問でありますが、
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町内には、近永小学校に隣接した放課後児童クラブが１か所ありますが、今年度の放

課後利用登録児童数は４４名で、夏季休業中は、５４名の登録児童数となっており、

共働き世帯の増加等により、利用希望者数は年々増加傾向にあります。 

  次に、２点目の土曜日や夏休み等の休業日における昼食の提供はできないものか問

うとの御質問でありますが、児童クラブ内は冷暖房が完備されており、お弁当等の安

全衛生に配慮した中で、学校休業期間中は、保護者の皆様に児童の昼食を御用意いた

だいております。 

  土曜日や夏休み等の昼食につきましては、厚生労働省が定めた放課後児童クラブ運

営指針にある子どもの健全育成という目的を踏まえ、親子のコミュニケーションなど

の観点から、放課後児童クラブを利用する子どもには、保護者が用意した昼食を持参

していただくとの放課後児童クラブ建設時の考え方により、施設には、調理設備や調

理器具は備えておりません。 

  こども家庭庁が行った夏休み等の長期休業中の食事提供状況のアンケート結果によ

りますと、全国で昼食を提供している放課後児童クラブの数を把握している自治体は

９９５市区町村で、その自治体内にある１万３,０９７か所の児童クラブのうち、長

期休業中に昼食を提供している児童クラブ数は２,９９０か所、２２.８％となってお

ります。提供方法といたしましては、施設内部で調理している、いわゆる自園調理が

１８.５％、施設外部からの搬入が７４.７％で、外部からの搬入が大半となっており

ます。 

  全国の例を見ますと、宅食、弁当の配達ですけども、この弁当の配達を実施してい

る児童クラブが大部分ですが、弁当代、配送費等を保護者負担とするなど、様々な提

供方法があるようであります。 

  いずれにいたしましても、他市町の事例や動向等を注視しながら、子育て支援につ

ながる施策を見極め、総合的な視点から児童の健全育成に取り組んでまいりたいと考

えております。 

  以上で、山本博士議員の第１番目の御質問に対する答弁といたします。 

○議長（程内 覺君） 

  山本議員、質問１、（１）について再質問はありますか。 

○５番（山本博士君） 

  大変増加傾向にあるということなんですが、ほかの小学校なんですが、泉小学校と

日吉小学校に今子ども教室がありますが、その辺の利用状況が分かれば教えていただ

きたいと思います。そしてまた、人数制限はないのか伺いたいと思います。 
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○町長（兵頭誠亀君） 

  放課後子ども教室の分野ですので、教育課長のほうから答弁をいたします。 

○教育課長（谷口浩司君） 

  それでは、今ほどの御質問に対して、私のほうから答弁をさせていただきます。 

  放課後子ども教室につきましては、放課後、子どもが安全に安心して活動できる学

校などの居場所を設け、地域の方々の協力を得ながら、学習活動や体験学習等々を行

う事業で、現在、好藤小学校、泉小学校、日吉小学校で設置をしております。 

  令和５年度の放課後子ども教室の登録者数につきましては、好藤小学校が２２名、

泉小学校が１８名、日吉小学校が２５名でございます。 

  ４月から７月までの４か月間の利用状況につきましては、１日の平均利用状況数が、

好藤小学校が１５.７人、泉小学校が１０.２人、日吉小学校が１６.２人となってお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（程内 覺君） 

  山本議員、よろしいですか。 

○５番（山本博士君） 

  それと、今も言ったんですが、人数制限はないのか、ちょっとそれを知りたいのと、

そして夏休みはどうされているのか伺いたいと思います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  人数制限と夏休みの期間中の状況について、教育課長が答弁をいたします。 

○教育課長（谷口浩司君） 

  人数制限については、御希望を取りましてやっておりまして、人数制限は設けてお

りません。 

  夏休みの利用状況につきましては、放課後子ども教室につきましては、学校開業日

における給食のある日を開設しておりますので、長期休暇、学校休業日につきまして

は、開設をしておりません。 

  以上でございます。 

○５番（山本博士君） 

  放課後児童クラブでは、人数制限があるのでしょうか伺います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  町民課長が答弁をいたします。 

○町民生活課長（善家直邦君） 
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  ただいまの御質問ですが、放課後児童クラブにつきましては、児童１人当たりの面

積基準が１.６５平米と決められておりますので、定員が５０名で面積を満たすため、

実際に利用する児童が５０名を超える受入れはできないような状況となっております。 

  以上です。 

○５番（山本博士君） 

  増加傾向にあるということなので、利用状況に対して、今のスペースで足りている

のか伺います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  町民課長が答弁をいたします。 

○町民生活課長（善家直邦君） 

  現在の夏休み中の申込みの人数で申しますと、今年度は６６名の申込みの方がおら

れました。その中で、定員の５０名になるべく近づけるよう、ただ、他市町でも１割

程度の多めの人数について受入れのほうを受け付けておりまして、実際に利用する人

数が５０名を超えないような、そういった対応として、今年度については５４人の方

を受入れすることといたしております。 

  それ以上の方につきましては、放課後児童クラブのほうはお断りをさせていただい

たというのが現状でございます。 

○５番（山本博士君） 

  子ども教室においては、子どもを見ていただく方というのは、ほとんど何かボラン

ティアで、なかなか受け入れていただく人材が少ないというふうなこともお聞きして

おりますし、正式にもう放課後児童クラブに見直す必要があるんじゃないかと、時期

に来ているのではないかと思っております。 

  また今後、利用される児童も増える状況の中で、児童クラブも増設なり、また、空

き家の改修などを利用して、様々な方向から検討すべきではないかと思うのですが、

お伺いいたします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  町民課長が答弁いたします。 

○町民生活課長（善家直邦君） 

  議員おっしゃるとおりでございまして、今後、また増え続けるということになった

ときに、放課後児童クラブをどうするかということについては、今後、検討していか

なければならないというふうに考えております。 

  方法として、現施設、今の放課後児童クラブを増築するということも考えられます。
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こちらについては、建物の構造的に増築が可能かどうか。また、別棟で建てるのかな

ど、いずれにしましても、少し時間を要することとなりますし、建築費用が発生する

ことになります。 

  それから、子育て支援施設として、例えばそういった子どもたちの集う場所などを

整備する、新たに整備するというような方法もあろうかと思います。こちらについて

も検討段階から時間を要すると。それから、建築費用についても発生するということ

になろうかと思います。 

  もう一つ、廃園になった保育所跡地、こちらを利用するということも考えました。

ですが、放課後子ども教室と同じように、子どもたちを見る指導員さん、こちらが現

在の人手不足の中で募集をかけても、なかなか応募していただけないといったような

現状であります。現在の運営状況でも、夏季休暇中は１１名の方に何とか職員体制で

勤務していただいたんですが、その中の３人の方はもう７０代以上、６０代の方、５

０代、ほかはもう４０代の方ということで、１日の勤務時間が夏休み中は１０時間１

５分というような非常に長時間にわたりまして、半日交代で行うということ、それか

ら資格を持った放課後児童支援員認定資格を持っている方が、それぞれの施設に最低

１人は必要といったこともありまして、そういった資格を持った方がなかなかおられ

ない。また、応募のほうもなかなかしていただけないというような状況でございます。

また、今後、どういった方法が一番いいのかということについては、検討していきた

いというふうに考えておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。 

○議長（程内 覺君） 

  山本議員、了承ですか。 

○５番（山本博士君） 

  了承です。 

○議長（程内 覺君） 

  山本議員、質問１、（２）について再質問はありますか。 

○５番（山本博士君） 

  この児童クラブの昼食の提供なんですが、国においても、学童保育など昼食の提供

を推進しているようなので、子育て支援の関係からも、ぜひ給食は難しいにしても、

鬼北町もお弁当屋さんが増えているので、大体お弁当屋さんで大人で４５０円とか、

５００円というふうな値段なんですが、３００円ぐらいのお弁当を提供できないもの

か、そのような取組はできないものか伺います。 

○町長（兵頭誠亀君） 
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  町民課長が答弁をいたします。 

○町民生活課長（善家直邦君） 

  ただいまの御質問ですが、今年度の７月から、松山市でも児童クラブのほうで弁当

業者が配達のサービスを始めたというふうなことを確認しております。 

  御家庭でお弁当を作られているという現状については、様々な御家庭の事情もあろ

うかと思います。お弁当を楽しみにしている子どもたちもいると思いますし、お弁当

の内容について親子の会話が生まれることや、子どもさんが食べ残したお弁当を見て、

子どもさんの体調変化などを知ることができるなど、食育の観点からもお弁当という

のは大変重要ではないかなというふうには考えておりますが、先ほど議員おっしゃら

れたとおり、子育て支援の観点といったところで、今後、外部の発注、お弁当の発注

について、まず発注をしていただく業者さんが町内にあるかといったことをよく確認

した上で、保護者の方々の意向を確認し、その結果で具体的に検討を進めてまいりた

いというふうに考えておりますので御理解いただきますようお願いいたします。 

○議長（程内 覺君） 

  山本議員、了承ですか。 

○５番（山本博士君） 

  了承です。 

○議長（程内 覺君） 

  ここで、しばらく休憩をしたいと思います。 

  再開を午後１時とします。 

休憩 午前１１時４８分 

                           

再開 午後 １時００分 

○議長（程内 覺君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  山本議員、質問２についての質問を行ってください。 

○５番（山本博士君） 

  質問２、小学校の通学かばんについて。 

  現在、各小学校で使用しているランドセルは、価格が３万から１０万、１０万円を

超えるものもあり、売れ筋は５万から６万で非常に高価なものとなっています。物価

も高騰しており、大変家計を圧迫しています。 

  そこで、お手元に配付している資料のとおり、一部の小学校で使用している通学用
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のリュック型のかばんがあります。小学校におきまして、このような通学用リュック

サックを推奨する考えはないか伺います。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁を求めます。 

○教育長（行定洋嗣君） 

  それでは、山本博士議員の第２番目の小学校の通学かばんについての御質問にお答

えいたします。 

  小学校において、通学用リュックサックを推奨する考えはないかとの御質問ですが、

山本議員が言われますとおり、ランドセルは非常に高額であり、家計が圧迫されるこ

とも考えられます。しかし、その一方で、子どもの成長の大きな節目である小学校入

学に当たり、ランドセルを購入し、それを背負う子どもの姿を見ることが家族や親族

の皆様の喜びになっている御家庭もあるのではないかと思います。 

  鬼北町内の小学校におきましては、生活の決まり等でランドセルを指定している学

校は、愛治小学校１校だけで、推奨している学校は、好藤小学校と日吉小学校の２校

であります。残り３校は、生活の決まり等の中に、通学かばんに関する記載をしてお

らず、学校としては通学かばんの指定はしておりませんが、そのうち泉小学校では、

新入学児童保護者説明会時に、ランドセル以外の通学かばんとして、リュック型の通

学かばん「セーフティランド」を紹介しております。 

  学校の生徒指導の指針となる文部科学省の生徒指導提要では、「校則は最終的には

校長により適切に判断される事柄だが、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見

を聴取した上で、定めていくことが望ましい」とされており、さらに、「校則の見直

しに当たっては、児童会・生徒会や保護者会といった場において、確認したり、議論

したりする機会を設けるなど、絶えず積極的に見直しを行っていくことが求められる」

と明記されております。 

  小学校では校則と言わず、生活の決まり等と言いますが、教職員だけでなく、児童

生徒や保護者とともに毎年度検討し、変更する場合には、児童会や生徒会、ＰＴＡ役

員会、ＰＴＡ総会等で協議・決定することとしておりますので、通学かばんにつきま

しても、同様の経緯をたどり決定されることになります。 

  議員御指摘のとおり、ランドセルは高額なものであり、家計にとって大きな負担と

なると考えられますが、本町では、すくすく鬼北っ子応援給付金として、小学校入学

時、児童１人につき１０万円を交付しておりますので、その交付金を活用していただ

くこともできるのではないかと考えております。 
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  なお、通学かばんにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、各学校で検討す

ることではありますが、教育委員会として、校長会等において各学校で協議・検討す

るよう要請したいと考えております。 

  以上で、山本博士議員の第２番目の御質問に対する答弁といたします。 

○議長（程内 覺君） 

  山本議員、質問２について再質問はありますか。 

○５番（山本博士君） 

  御答弁ありがとうございました。 

  確かに鬼北町では、すくすく応援給付金１０万円が出ておりますが、また、それは

それで違った形で利用はできるので、なるべく通学リュックサックを推奨していただ

きたい、そういうふうに思います。 

  教育長も言われているように、大変高額で家庭を圧迫しているというような状況は

現実です。そしてまた、おじいさん、おばあさんがおられるところで、おじいさん、

おばあさんが買ってやるということもできるんですが、買ってあげられない世帯がや

っぱりあると思うので、ぜひ推奨してほしいなと思います。 

  そこで、泉小学校のセーフティランドですか。そういうのもあるし、富山県のほう

では、アウトドアメーカーのほうで、また新しいリュックとかなんかも作っているよ

うで、四国中央市はこの黄色いリュックサック型のものもあるようなので、いろいろ

とやっぱり採用されているようなので、できれば各小学校で通学用リュックに指定し

ていただければ、保護者も求めやすいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁を求めます。 

○教育長（行定洋嗣君） 

  ただいま山本議員が申されましたように、幾つかのメーカー等からリュック型のラ

ンドセルというのは発売されております。泉小学校でも、もうかなり前からですけれ

ども、議員の皆さん、お配りされていると思うんですが、紺色のそういった形のもの

を使っております。 

  現実として、泉小学校がどれぐらいの利用があるかといいますと、大体全校児童の

６割程度がリュック型のかばんを使っております。残りは４割強になりますけれども、

ランドセルを使っております。こうするというふうに決めるわけではなくて、選択肢

として保護者の皆さんに紹介するということは大事なことだろう。また、保護者の皆

さんに、こっちでもいいんですよということをお伝えするということも非常に大事な
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ことだろう。これしかないというのは、いろいろ懸念される、議員御指摘のように懸

念される点がありますので、そこら辺については、今後、各学校でＰＴＡの皆さんと

よく協議していただく必要があるだろうと思っております。 

  その辺も踏まえて、他県の状況等々も踏まえて、１０月の校長会で、各校長に伝え

て、速やかに協議に入るようにということを伝えていきたいと思います。 

  ただ、各学校の協議の場というのが、保護者の皆さんとの協議の場というのが、タ

イミングであったり、時期であったり、多少まちまちになりますので、私としては、

もうできれば早く、来年度からこういう形になるように進めてもらったらいいとは思

いますが、繰り返しになりますけれども、推奨といえども、教育委員会が強制すると

いうか、示すことはなかなか難しいので、提案、要請という形で各学校に伝えていき

たいと思っております。 

  いずれにしても、できるだけ早いときに選択肢が幾つもあるということが伝えられ

る方向で検討していただくように伝えたいと思っております。 

○５番（山本博士君） 

  できれば推奨していただきたいと思っておりますが、心配しているのは、ランドセ

ルの商戦というのが、８月のもう上旬から始まりますので、新入学の児童保護者の説

明会に間に合うかどうかということなんですが、その辺、教えていただければと思い

ます。 

○教育長（行定洋嗣君） 

  ただいまの質問ですけれども、新入学児童及びその保護者が、進学先の小学校に来

る機会というのが、１１月の下旬ぐらいですかね。多少学校によって違いはあるんで

すが、１１月頃にあります。次、２月頃にございます。そのときに伝える、あるいは

タイミングに合わなかったとしたら、新入学児童の保護者宛に通知文を送るという手

もあるんだろうと思います。そういった形で、入学する児童の保護者には伝えていき

たいと思っております。 

○議長（程内 覺君） 

  よろしいですか。 

○５番（山本博士君） 

  ありがとうございます。 

○議長（程内 覺君） 

  以上で質問２については終了します。 

  続いて、山本議員、質問３について質問を行ってください。 
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○５番（山本博士君） 

  質問３、鬼北町分担金徴収条例について。 

  赤線、青線など、また基盤整備された用水路、排水路なども老朽化により、修繕を

しなければならない状況の中、高齢化が進み引退された方、また、物価高騰の折、町

条例の３５％の分担金負担は、大変厳しく、１０％ぐらいに引き下げる考えはないか

伺います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  それでは、山本博士議員の３番目の鬼北町分担金徴収条例についての御質問にお答

えをいたします。 

  農業用用排水路の老朽化による修繕・改修工事については、鬼北町分担金徴収条例

の事業種別ごとに分担金の賦課基準を定めており、国庫補助事業に採択になれば、補

助対象額の５％、県補助事業に採択になれば、補助対象額の２０％、町単独事業であ

れば、補助対象額の３５％と規定しております。 

  この賦課基準は、災害等による農地等の維持管理及び農業を取り巻く環境の変化に

よる農家の経済的負担を軽減するために、令和２年４月１日に、町単独事業のみ、補

助対象事業費の５０％から３５％に引下げを行ったものであります。 

  担当課のほうで県内の状況を調査いたしましたところ、県内市町の農業用用排水路

に係る市町単独事業の受益者分担金は、最も低い上島町のゼロ％から、最も高い松前

町の６５％まで、様々な賦課基準になっておりまして、本町の賦課基準は、県内の市

町では、平均よりも若干高い負担割合となっております。 

  市町の賦課基準の違いは、それぞれの自治体の農地の利用状況の違い、農地・農業

用施設の受益と公共性の捉え方の相違等によるものだと考えております。 

  本町においては、受益者の方々に事業費の３分の１程度の負担をしていただき、施

設の維持・管理を行うという考え方に基づいて、現在の賦課基準を定めたものであり

ます。 

  山本議員の御質問の中にもありますように、農業に係る資材等経費の高騰や農家の

高齢化などにより、一部の農家への負担が増加していることは承知いたしております。

しかし、その一方で、町内にはその負担をできるだけ少なくしようと、事務的、時間

的に労力のかかる多面的機能支払交付金事業や中山間地域等直接支払交付金事業を活

用して、計画的に改修工事を実施している地域・エリアもあります。このような様々

な状況や県内他市町の状況などを考慮し、農地・農業用施設を維持・管理する上で、

受益者の負担はどの程度が適当なのか、今一度検討を行ってまいりたいと考えており
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ますので、御理解をいただきますようお願いをいたします。 

  以上で、山本博士議員の第３番目の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（程内 覺君） 

  山本議員、質問３について再質問はありますか。 

○５番（山本博士君） 

  町長答弁のとおり、多面的機能支払交付金などもありますが、なかなか書類の作成

が大変難しく、それをできない地区もほとんどかと思いますし、また、この交付金に

ついては、縛りがあって、なかなか使い勝手の悪い施策ではないかというふうに私は

思っております。 

  現在、本当に農業を取り巻く環境が、大きく変化する中で、自分の農地さえやっと

管理をされている方がおられます。 

  また、高齢化で、先ほども申しましたが、高齢化で引退をされる中で、補修作業や

草刈りなど、少人数となり、大変御苦労をされているのが現実です。まして、その用

水ポンプとか、用水路排水路のやり替えには多額の事業費がかかり、３５％の負担金

は大変厳しい状況です。 

  重複しますが、ぜひ１０％ぐらいの引下げを検討いただければと思いますが、今一

度答弁をお願いいたします。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  農林課長のほうから答弁をいたします。 

○農林課長（奥藤幸利君） 

  今ほど山本議員から御質問がありましたように、農家の高齢化、また農業に係る資

材等の高騰、そのほかの農地・農業用施設の修繕とか、改修に係る工事の費用なども

最近増えております。それは十分把握、こちらでは承知いたしております。農家の負

担が増えておることも十分理解しておりますので、県内の市町の状況、また農地・農

業用施設を今後維持管理していく際の受益と負担のバランスを十分に考慮して、今後、

検討してまいりたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  了承ですか。 

○５番（山本博士君） 
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  了解。 

○議長（程内 覺君） 

  質問３については了承ですか。 

○５番（山本博士君） 

  はい。 

○議長（程内 覺君） 

  続きまして、質問４の質問をしてください。 

○５番（山本博士君） 

  質問４、障がい者の自立支援について。 

  国におきましては、障がい者の自立支援に力を入れているところだと思いますが、

鬼北町の障がい者自立支援について問う。 

  （１）鬼北町においては、どのような取組をされているのか伺う。 

  （２）障がい者の正職員の雇用率、また非正規職員は何％か伺う。 

  （３）採用の際、障がい者枠などは設けていないのか、設けていないのであれば、

今後、障がい者枠を設ける考えはないか伺う。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁をお願いします。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  それでは、山本博士議員の第４番目の障がい者の自立支援についての御質問にお答

えをいたします。 

  まず、１点目の鬼北町の取組についての御質問ですが、障がい者が地域で安心して

暮らせる社会の実現を目指して、平成１７年に制定された、障害者自立支援法により、

障がいのある人が利用できるサービスが充実し、それを市町が一元的に提供をする仕

組みができました。現在は、障害者総合支援法に名称が改正され、希望する生活を実

現するための支援体制の整備や支援の強化が図られているところであります。 

  障がいのある人の自立を支援する事業所への取組といたしましては、本町において

は、社会福祉法人等が障害福祉サービス等を開始するために施設等を整備する場合、

老朽化した施設や入所者等のニーズに合わせた施設の改修等の整備費等を補助する社

会福祉施設等施設整備費補助金について、設置者が提出する協議書に併せ、当該施設

整備の必要性や緊急性、設置者の適性等を記載した意見書を付しており、新規でサー

ビスの提供を行う事業所や、既にサービス提供を行っている事業所等に対し、利用者

のニーズに沿った施設の環境整備が図られるよう積極的に協力いたしております。 
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  また、障がいのある人の自立を支援する施策といたしましては、大きく分けて、障

害福祉サービスと地域生活支援事業があります。障害福祉サービスには、訪問系、日

中活動系、住宅系の各種サービスがあり、障がい児を含め、個々の状況と希望に応じ

て、サービスを組み合わせて選択することができ、その利用計画の作成や見直しを行

う計画相談支援を受けることができます。 

  「訪問系」には、暮らし慣れた自宅での生活を支援する居宅介護事業や、視覚障が

い者の移動援護などを行う「同行援護事業」、「日中活動系」には、自宅で生活しな

がら、短期間、施設に入所する「短期入所事業」や、働く場を提供する「就労継続支

援事業」、「住居系」には、主に夜間の日常生活支援を行う「施設入所支援事業」や、

共同生活を行う住居で相談や、日常生活上の援助を行う「共同生活援助事業」などが

あります。 

  また、障がい児の通所支援といたしましては、小学校入学前まで利用できる「児童

発達支援事業」や、入学後から高校卒業時まで利用できる「放課後等デイサービス事

業」などがあります。 

  このほか、障がいのある人が日常生活を送る上で必要な支援として、また、障がい

児の育成について支援することを目的として、身体の欠損、または損なわれた身体機

能を補完・代替する用具について、補装具費を支給し、障がいの治療にかかる医療費

に対しては、自己負担を軽減するため、自立支援医療費の給付を行っております。 

  なお、令和５年度におきましては、延べ約３,３００人の方々の利用を見込んで、

障害者自立支援給付費として、当初予算に約３億５,０００万円の予算を計上し、障

がいのある人の自立を支援いたしております。 

  また、市町の状況に応じて柔軟に実施できる鬼北町の地域生活支援事業といたしま

しては、障がい者やその家族などからの相談に応じ、地域における生活を支援する障

害者相談支援事業、聴覚や音声・言語機能に障がいのある人などに対して派遣する手

話通訳者派遣事業、それから日常必要となる用具の購入費用助成を行う日常生活用具

給付等事業、さらに、活動場所を提供し、社会に適応するための日常的な訓練を行う

日中一時支援事業などのほかに、自動車免許取得事業、自動車改造助成事業、障害者

訪問入浴事業に取り組んでおり、今後とも相談支援事業所等の関係機関と情報共有を

行い、連携を図りながら障がい者が地域で安心して暮らすことができるよう、継続し

て支援を行ってまいりたいと考えております。 

  次に、２点目、障がい者の正職員の雇用率、また、非正規職員は何％かの御質問に

お答えをいたします。 
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  まず、障がい者の雇用率については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基

づき、毎年、所定の算定方式に従い、実雇用率を算定し、厚生労働省愛媛労働局へ報

告することになっております。この算定方式については、正職員と非正規職員を合わ

せた職員数で全体の雇用率を算出するものでありまして、そちらの雇用率で御説明し

ますので、御了承ください。 

  鬼北町の実雇用率は、直近の数値が令和５年６月１日現在で３.１１％。１年前の

令和４年６月１日現在で３.３９％となっております。なお、鬼北町においては、現

在のところ、障がい者の雇用は非正規職員のみとなっており、正規職員の雇用はあり

ません。ちなみに、国が定める法定雇用率は、令和５年度が２.６％、令和６年度が

２.８％、令和８年度から３.０％となっており、鬼北町は、５年度、６年度ともにそ

の法定雇用率をクリアしております。また、愛媛労働局におきましては、公的機関や

民間企業などにおける障害者雇用の状況の集計結果を毎年１２月頃に公表しておりま

すが、昨年度の３.３９％という率は、県下２０市町の中で、最も高い雇用率となっ

ております。 

  次に、３点目の採用の際、障がい者枠などを設けていないのか、設けていないので

あれば、今後、障がい者枠を設ける考えはないかとの御質問にお答えをいたします。 

  まず、今年度における職員採用試験の状況について、特別に障がい者枠を設けての

試験は実施しておりません。ただし、平成２７年度には、障がい者を対象とした正規

職員一般事務の採用試験を実施し、平成２８年度から１名を採用いたしましたが、本

人の都合により、半年ほどで退職されております。また、令和２年度には、障がい者

を対象とした会計年度職員の採用試験を実施いたしまして、令和３年度から３名の障

がい者を雇用いたしております。 

  現在は、国が定める障がい者の法定雇用率を満たしている状況ではありますが、今

後においても、障がい者の活躍を推進する体制整備について取り組んでまいりたいと

考えておりますので、御理解いただきますようお願いをいたします。 

  以上で、山本博士議員の第４番目の御質問に対する答弁といたします。 

○議長（程内 覺君） 

  山本議員、質問４、（１）について再質問はありますか。 

○５番（山本博士君） 

  大変多くのサービスが提供されているなというふうに感じておりましたが、町内外

の企業などに紹介はされていないのか、ちょっとお伺いいたします。 

○議長（程内 覺君） 
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  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  町民課長が答弁をいたします。 

○町民生活課長（善家直邦君） 

  ただいま一般企業へという紹介などという御質問だったかと思います。現在一般企

業へ町から紹介するといった直接的なつなぎは行っておりません。福祉サービスを利

用した継続的な支援ということを行いながら、南予地域の就労支援ネットワーク連絡

会などに直接一般企業の話を個別相談という形で聞くことができる機会を紹介するこ

ともありますし、また、具体的な取組として、特別支援学校などで行われる進路学習

会、こちらのほうに職員が参加しまして、本町の出身者とその保護者との面談を通じ

て、御本人の希望を聞きながら就労等に関する助言をさせていただくと、そういった

機会を年に二、三回持たせていただいております。 

  また、本庁の相談窓口においても、障害者手帳の交付時、それから、ほかの福祉相

談時などに就労について相談を受けることがありますが、まずは、本人さんの御希望

を伺いながら、障がい者の就業を生活支援センターへつないで、一般就労に向けたお

手伝いをさせていただいたり、福祉的就労に向けての手続を行ったりしております。 

  今後も福祉的就労の充実と一般就労の障がい者枠雇用が町内においても増えるよう、

ハローワークと連携しながら啓発していきたいと考えております。 

  以上です。 

○５番（山本博士君） 

  先ほど障がい者雇用の役場の関係をちょっと聞いたと思うんですが、福祉センター

ひまわりとか、農業公社、そういったところは受入れ体制はあるのか、ちょっとお伺

いしたいと思います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  総務財政課長が答弁をいたします。 

○総務財政課長（水野博光君） 

  社会福祉協議会、それから農業公社ですけれども、障害者の雇用促進等に関する法

律に基づいて雇用しなければならない企業というのに基準がありまして、民間企業の

場合、４３.５人以上の規模の企業というふうになっておりまして、お伺いしたとこ

ろ、社会福祉協議会の職員２６名、農業公社９名ということで、この法律には該当し

ないということで、特段そういう枠での採用とかはしていないというふうに伺ってお

ります。 
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  以上です。 

○５番（山本博士君） 

  国の基準には満たしていないということなんですが、町独自でそういうふうな雇用

はできるのではないかと思うんですが、その辺、今一度お聞かせください。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  令和３年度に、これは（１）にはなしに、（３）になるかもしれませんけども、令

和３年度に３名の雇用をしたときに、副町長、町長等で話したことが、障がい者にも

役場といいますか、行政サービスとしてできる部分というのは、今まではデスクワー

クが多かったんですけども、やはり心に障がいとか、脳に障がいがあるとか、そうい

う場合に、できる限りというようなところ、作業等についてはないんやろかというこ

とで探して、そこをクリアしていかんかったら、国の基準以上になるということより

も、町内にいらっしゃる障がい者の方々のその気持ちといいますか、そこらはどんど

ん酌んであげるような形のものをつくっていかんかったら、真の障がい者雇用の努力

というものにはならんのではないやろうかというところで、試験的ではあるんですけ

ども、デスクワーク以外にも、令和３年度には、今チャレンジしていただいとるとい

う状況がありますので、そこら辺りは御理解いただきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○５番（山本博士君） 

  すみません。ちょっと前後するんですが、大変多くのサービスがされているという

ことで、この周知は、きちんと障がい者の保護者なり、障がい者自身なり、徹底され

ているのかお聞かせいただきたいと思います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  町民課長が答弁をいたします。 

○町民生活課長（善家直邦君） 

  まず、障がいをお持ちになられた方が、手帳などを申請に町の窓口のほうに来られ

ます。そういったときに、こういった障害福祉サービスについては、一通りの説明を

させていただいており、今後、どういったサービスを使いながら自立に向けた生活を

していくのか、そういったことを直接お話しする例もありますし、もしくは地域のほ

うで計画相談支援事業をなどに取り組んでいる事業者さんから、そういった方を紹介

いただきまして、一緒に連携しながら福祉サービスをどういうふうに使っていくか、

そういったことについて相談をさせていただくようにしております。 

  また、今、保健福祉課のほうで鬼北町における障がい児を支える仕組みの社会資源
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の一覧でありますとか、鬼北町におけるライフステージごとの障がい児・障がい者を

支える仕組み、こちらも社会資源の一覧といったものを子育てブックのほうに掲載す

るような今準備をしております。こちらのほうができましたら、また、こういったも

のを配布などを通じて啓発活動に努めていきたいと考えております。 

○５番（山本博士君） 

  できれば冊子か何かで、そういうふうなサービスに関しての資料をぜひ提供してい

ただきたいなと思うのですが、その辺、お考えを伺います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  町民課長が答弁をいたします。 

○町民生活課長（善家直邦君） 

  相談窓口に来られた方に関しましては、そういった冊子をお配りすることも可能だ

と考えております。ただ、内容的に非常にボリュームが多くて、冊子にしてもちょっ

とごついものがありますので、ちょっと回覧とか、全戸配布ということになると、ち

ょっと検討させていただいたらと思います。 

○議長（程内 覺君） 

  了解ですか。 

○５番（山本博士君） 

  了解です。 

○議長（程内 覺君） 

  山本議員、質問４の（２）について再質問はありますか。 

○５番（山本博士君） 

  ありません。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、質問４の（３）について再質問はありますか。 

○５番（山本博士君） 

  ある市町では、障がい者を採用する際、健常者よりも合格ラインを低く設定されて

いると聞いたのですが、鬼北町においても、そういった制度を設け、障がい者の受入

れ体制を整えていく考えはないか伺います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  総務財政課長が答弁をいたします。 

○総務財政課長（水野博光君） 

  障がい者枠の試験を実施し、合格基準点を別枠で設けてというお話だったかと思う
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んですが、そういった市町があるというのは、私のほうも把握をしておりまして、規

模の大きな町というふうに承知しておるんですが、鬼北町のような小さな町の場合、

１人の職員が持つ事務というのは、非常に多種にわたりますので、この仕事だけをし

ていただくといったことは、なかなか難しいという実情がございます。 

  障がい者枠を設けて雇用することは大切なことでして、以前、先ほど町長の答弁に

もありましたが、平成２７年度に障がい者枠で募集をかけて、実際そのときの試験で

は、合格基準点を下げて試験を行いました。２８年から採用したわけなんですけれど

も、一番大事といいますか、住民の方とのコミュニケーション、あるいは職員とのコ

ミュニケーションがなかなか取りづらいということで、御本人さんが退職されたとい

う事情もありまして、今後、障がい者枠で募集をかける場合は、基準点を下げるのか、

あるいはどういった仕事をしていただくのか。そういったことについては、より慎重

に検討する必要があると考えておりますので、御理解のほうをよろしくお願いいたし

ます。 

○５番（山本博士君） 

  この障害者自立支援の一般質問は、障がいを持っている町民の方からお手紙を頂い

たのがきっかけでした。私の孫もダウン症です。今は、おかげさまで、小学校に元気

で通学しています。本当にいとおしい孫です。 

  しかし、将来を考えますと、大変心配です。私も障がい者に優しいまちづくりとは

何か。この子にとって生きる喜びとは。自問自答しているところです。 

  ぜひ、鬼北町も障がい者に優しいまちづくりを考えていただければと思っています。

町長のお考えを伺います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  今の行政としての障害者福祉政策について、まだまだ将来的には不安があるのでは

ないかなというところではありますので、そこだけで言えば、十分今の御質問等の内

容についても把握をしておるつもりであります。 

  普通の行政サービスと違うのは、障害者福祉の部門というのが、１つの行政枠では

行かないケースが多々あって、特に鬼北町の場合は、名前を申し上げますと、旭川荘

さん、それから、ミモザさん、そういうふうな大きい施設については、他市町からも

多く障がい者の方が通っていらっしゃる、そういう状況というものの中に立地をして

いる町として、しっかりと障害者福祉というものを、ほかの町以上に把握をし、また

職員がその中身というものを把握しながら、ほかの町にないような新しい策というも

のを展開できればいいかなと思っております。 
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  この雇用１つについても、先ほど申し上げましたように、御本人があまり必要以上

に配慮をし過ぎて、御本人が苦しむ場合もあろうかと思いますので、そこら辺りも十

分協議・検討しながら、一番その方といいますか、それぞれの対象の働きたいと言わ

れる方にとって、一番いい方法というものを探っていくことも必要なんじゃないかな

というふうに思っておりますので、その考え方だけ御理解いただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（程内 覺君） 

  山本議員、質問はありますか。 

○５番（山本博士君） 

  了解いたしました。 

○議長（程内 覺君） 

  これで山本博士議員の質問を終わります。 

  町長から、先ほどの末廣議員の質問に対する答弁の申出がありましたので、これを

許可します。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  危機管理課長から答弁をさせていただきます。 

○危機管理課長（芝 達雄君） 

  先ほど末廣議員のほうから質問のありました、備蓄品に関する件についてお答えが

まだでしたので、この場を借りまして回答させていただきます。 

  備蓄品の在庫状況ですが、衛生用品に関する生理用品が約７００枚、それからマス

クが１００枚、それから紙オムツが１００枚、それから尿取りマットも約１００枚で

す。そのうち、先ほど説明した生理用品について、ほかの枚数と開きがありますが、

これは当町が整備したものではなくて、日本赤十字社から寄附を頂いてるものですか

ら、数の調整ができませんでしたので、差が大きくなっております。 

  なお、今説明した数量については、各公民館の物品倉庫、それから総合公園の物品

倉庫に保管をしております。 

  なお、総合公園のほうについては、先ほどマスク１００枚ということでしたが、総

合公園については３００枚、保管しております。 

  以上で回答を終わります。 

○議長（程内 覺君） 

  よろしいですか。 

○１１番（末廣 啓君） 
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  了解しました。 

○議長（程内 覺君） 

  次に、３番、髙橋聖子議員の一般質問を一問一答方式で行います。 

  髙橋議員は質問席へ移動してください。 

  時間はただいまから６０分の予定です。 

  髙橋議員、質問１についての質問を行ってください。 

○３番（髙橋聖子君） 

  議席番号３番、髙橋聖子です。 

  先に通告しましたとおり、質問させていただきます。 

  質問１、がん検診、治療に関する町の取組について質問します。 

  がんは近年、早期発見、早期治療により、治る病気となってきています。そのため

の定期的な検診、予防、治療に取り組めるよう助成金について、町の取組をお伺いし

ます。 

  （１）がん検診の受診状況を伺う。 

  （２）個人、集団検診の自己負担を伺う。 

  （３）がん患者ウィッグ及び胸部補整具購入助成金について、町の取組を伺う。 

  （４）若年がん患者在宅療養支援について伺う。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  それでは、髙橋聖子議員のがん検診、治療に関する町の取組についての御質問にお

答えをいたします。 

  現在、我が国のがんによる死亡者数は、年間３７万人を超え、死亡原因の第１位と

なっていますが、診断と治療の進歩により、一部のがんでは、早期発見、早期治療が

可能となりつつあります。 

  がん検診の最大のメリットは、早期発見、早期治療による救命であります。症状が

出てから病院を受診した場合には、がんが進行していることが多くありますが、がん

検診は、症状のない健常者を対象にしていることから、早いうちにがんを発見するこ

とができます。 

  本町におきましては、各種がん検診は、町内各地区ごとに行っておりますが、健康

診査と一緒に受診することによって、より疾病の予防や早期発見が見込めることから、

総合健診を基本スタイルとして実施し、がん検診の結果、要精密検査と判定された方
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に対し、精密検査の重要性を説明した上で、的確な受診が確保されるよう、医療機関

への受診指導を強力に推進しております。 

  まず、１点目のがん検診の受診状況を問うとの御質問ですが、愛媛県から公表され

ている国民健康保険被保険者のがん検診の令和３年度受診率実績によりますと、本町

の受診率は、胃がん検診２５.６％、愛媛県下第１位。大腸がん検診３３.８％、県下

第２位。肺がん検診３１.９％、県下第１位。乳がん検診３７.５％、県下第２位。子

宮頸がん検診１９.３％、県下第８位の受診状況であります。 

  次に、２点目の個人、集団検診の自己負担を問うとの御質問ですが、個別検診にお

いては、子宮頸がん検診を実施しており、節目年齢検診者については、無料でありま

すが、その他の者については、自己負担１,５００円を頂いております。 

  また、集団検診の胃がんバリウム検診、大腸がん検診、乳がんのマンモグラフィ検

診、子宮頸がん検診においては、節目年齢検診者・国保加入者・後期高齢者・生活保

護受給者については、無料で実施しておりますが、社会保険加入者については、それ

ぞれ５００円から１,０００円の自己負担金を徴収しております。 

  そのほか、肺がんのＣＲ検診については、全員無料とし、肺がんＣＴ検診について

は、国保加入者・後期高齢者を無料とし、その他の者については、自己負担２,００

０円、乳がんエコー検診については、一律自己負担１,２００円を徴収し、がん検診

事業を円滑に運用しております。 

  次に、３点目のがん患者ウィッグ及び胸部補整具購入費助成について町の取組を問

うとの御質問ですが、本町には、現在のところ、髙橋議員御質問の購入費助成は行っ

ておりません。 

  しかしながら、医療技術が進み、通院治療をしながら仕事を続ける患者さんが増え

る中、がん治療を伴う脱毛といった外見の変化に対するケアを通じ、がん患者さんの

療養生活の質の向上と社会参加を支援することは必要不可欠であると考えております。

私自身、数か月前に関連した新聞報道を切り抜き、担当課に検討、指示をしていたと

ころでありまして、令和６年度からの助成制度実施に向け、助成の対象品と金額等に

ついて、検討・協議を行ってまいりたいと考えておりますので、御理解いただきます

ようお願いをいたします。 

  最後に、４点目の若年がん患者在宅療養支援について問うとの御質問ですが、若年

のがん患者が住み慣れた自宅等で自分らしく過ごせるよう、在宅での療養に対して支

援を行うことにより、患者やその家族の負担の軽減を図るため、令和２年４月１日付

で、「鬼北町若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付要綱」を制定いたしてお
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ります。 

  事業内容といたしましては、町内に住所を有し、がんの治癒を目的とした治療を行

わないがん患者で、支援事業の利用申請時に２０歳以上４０歳未満の方、または１８

歳以上２０歳未満の方で、小児慢性特定疾病医療費助成等の他の支援・助成制度を受

けていない方を対象とし、介護保険法の規定に基づく訪問介護・訪問入浴介護の訪問

サービス、福祉用具貸与、福祉用具購入の居宅サービスを対象といたしております。

助成の額は、利用料の９割に相当する額で、利用料の上限額は、１人当たり月額６万

円となっておりますが、現在のところ申請の実績はございません。 

  以上で、髙橋聖子議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（程内 覺君） 

  髙橋議員、質問１、（１）について再質問はありますか。 

○３番（髙橋聖子君） 

  ありません。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、質問１、（２）について質問はありますか。 

○３番（髙橋聖子君） 

  今ほど町内での検診に対する助成金のことを考えてくださっていることをお伺いし

ました。中でも、若い方の受診率が仕事の関係もあるでしょうが、低いように思われ

ます。若い方のほうが進行が早くなるので、何か特別な助成金を設けるとか、若い人

の負担を減らすための助成を設けるとか、受けやすくなるような日曜日・休日・夜間

の受診ができるか、その辺りのことをお伺いしたいと思います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  保健介護課長が答弁をいたします。 

○保健介護課長（那須周造君） 

  ただいまの御質問ですけど、鬼北町におきましては、国が定めております、がん予

防重点健康教育及びがん検診実施のための指針に基づきまして、がん検診等を実施い

たしております。 

  町が、実施しているがん検診でございますけど、胃がん、大腸がん、肺がん、乳が

ん等につきましては、４０歳以上の方が対象となっております。また、乳がんにつき

ましては、２０歳から３９歳の方、そして子宮頸がんにつきましては、２０歳以上の

方を対象として検診のほうを実施いたしております。 

  検診の受診率向上の方策といたしましては、町内各地の細部にわたりまして、検診
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会場を設置して受診率向上に努めております。また、どうしてもお仕事等で平日休み

が取れなくて、なかなか受診ができないといった方々につきましては、日曜健診とい

う検診日の環境整備等も行って、併せまして、受診率向上に努めておりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（程内 覺君） 

  髙橋議員、質問１、（２）について再質問はありますか。 

○３番（髙橋聖子君） 

  ありがとうございます。例えばと申しますか、子宮がんとか、乳がんのマンモグラ

フィとかいうのは、集団検診よりもちょっと個人でかかりつけの病院に行きたいとか

いうような方が、女性なら多分いらっしゃると思うんですけど、個別に検診を受けら

れた方に対する助成金というのは設けられていないでしょうか。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  保健介護課長が答弁をいたします。 

○保健介護課長（那須周造君） 

  個別検診につきましては、鬼北町では子宮頸がんのみ実施をいたしております。料

金につきましては、節目検診が無料で、その他の方につきましては、１,５００円と

いうふうになっております。 

  国が推し進める５つのがんには、今言いましたように、胃がん、大腸がん、肺がん、

乳がん、子宮頸がん、子宮がんですかね。５つが、国が検診をしなさいと推奨するが

んでございますけど、この５つのがんにつきましては、近隣町村で言いますと、宇和

島市が令和５年度から受診料を無料にいたしております。その他、松野町、愛南町に

つきましては、数年前から無料にしているということでございまして、鬼北町におい

ても、そういった現状に鑑みまして、現在令和６年度からの実施にはなるかと思うん

ですけど、受診率向上に直結するとは言いがたいんですけど、確実にその方の経済的

な負担は軽減できるのではなかろうかということで、その５大検診につきましては、

無料化にしたいというような方向性で現在検討を行っております。 

  また、検診のメニューにつきましても、肺がんのエックス線写真とか、肺がんＣＴ、

２種類を行っているわけなんですけど、数年前にエネサブという新たな検診方法が見

つかりまして、それですと、小さいがん細胞が肋骨とかに隠れてなかなか発見できな

いものも、その肋骨をのけて検診ができるというような画期的な方法が見つかりまし

たので、できれば令和６年度からＣＴと従来のエックス線に代わる方法として、それ
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もやっていきたいと思いますし、あと、また骨粗しょう症ですかね。そういった新た

な必要不可欠であるような検診についても導入を図っていきたいというふうなことで、

今、課内で検討いたしておりますので、ぜひとも皆さんに御利用していただきたいと

思います。 

  先ほど申しましたように、無料にしたからといって、必ずしも受診率が上がろうか

と思いませんけど、いずれにいたしましても、鬼北町の住民の皆さんは、先ほど検診

率第１位から第２位、３位ということで、非常に高い値で推移しておりますけど、い

ずれ、とりもなおさず、やっぱり住民の方々の健康に対する意識が高いということな

ので、その点も、今後維持できるように勧奨等について、更なる努力をしていきたい

と思いますので、御理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  再質問はありますか。 

○３番（髙橋聖子君） 

  ありません。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、髙橋議員、質問１の（３）について再質問はありますか。 

○３番（髙橋聖子君） 

  ありません。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、質問１の（４）について再質問はありますか。 

○３番（髙橋聖子君） 

  総括的な質問にはなりますが、がん患者が前向きに治療集中できるように、小さい

町だからこそできる、患者に寄り添ったきめ細やかな施策をこれからも考えていただ

けるように、町長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  私は、やはり一昨年ですか。国民健康保険の特別会計の保険料を下げれたことは、

やっぱり受診率が高いのには、つながっとるのは間違いないと思っています。ですか

ら、そういう部分で、行政サービスを展開といいますか、町民の方々の努力によって

国保の料金が下げられたという、本当に税金を使わなくても、そういうふうなことが

できるということありまして、その１つのですね、追加措置というか、付加価値とし

て、実際に患者として、がんになられた方が再起を受けるときにはですね。やっぱり
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アピアランスとして、しっかりとケアをしていくというものが、今から先、社会進出

としてもですね。女性に限らず、男性の方もですね。そういうことが必要なんじゃな

いかなと私は思っています。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  質問はありますか。 

○３番（髙橋聖子君） 

  ありません。 

○議長（程内 覺君） 

  これで髙橋聖子議員の質問を終わります。 

  次に、２番、兵頭稔議員の一般質問を一問一答方式で行います。 

  兵頭議員は、質問席へ移動してください。 

  時間はただいまから６０分の予定です。 

  兵頭議員、質問１についての質問を行ってください。 

○２番（兵頭 稔君） 

  議席ナンバー２番、先に通告のとおり質問いたします。 

  質問１、水道料金について。 

  水道事業において、過去に４回、一般質問を行っていますが、水道料金の高い理由

の回答にはなっていないと思われますので、次について問います。 

  （１）令和５年６月の町議会定例会で、資本金を取り崩して使用できないか質問を

行ったが、現金の裏づけがないものであるため工事費に充てられないとの回答があっ

たが、資本金は何のために必要なのかを伺う。 

  （２）未処分利益剰余金、現金だと解釈していますが、書類上の数字だけなのかを

伺います。 

  （３）町民の方々は、水道料金の高いのは、設備が老朽化しているので、取り替え

時に費用が多く要るから積み立てていると解釈されていますが、今年５億８６０万円

の企業債を計上されていますが、これをどう理解していいのか伺います。 

  （４）水道事業会計決算書で、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保

資金で補填したとありますが、この資金は、決算書の中でどのように判断すればよい

か伺います。 

  （５）鬼北町の水道料金は口径１３ミリで、基本料金は１,８７０円ですが、この

最低料金の世帯数を伺います。 
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○町長（兵頭誠亀君） 

  それでは、兵頭稔議員の第１番目の水道事業についての御質問にお答えをいたしま

す。 

  まず、１点目の令和５年６月町議会定例会で、資本金を取り崩して使用できないか

質問を行ったが、現金の裏づけがないものであるため工事費には充てられないと回答

があったが、資本金は何のために必要なのか問うとの御質問ですが、鬼北町水道事業

会計決算書に計上されております資本金につきましては、剰余金を資本化することに

より資金の流出を防ぎ、施設の長期安定性を確保し、住民への継続的なサービスを提

供を図る目的をもって組み入れられたものであります。 

  次に、２点目の未処分利益剰余金は現金だと解釈しているが、書類上の数字だけな

のか問うとの御質問ですが、未処分利益剰余金につきましては、今回の議会定例会に

おいて、決算認定をいただいた後、令和４年度決算書１０ページに記載しております

とおり、処分をする予定にいたしております。 

  次に、３点目の町民の方々は、水道料金の高いのは、設備が老朽化しているので、

取り換え時に費用が多く要るから積み立てていると解釈されているが、今年５億８６

０万の企業債を計上するのは、どう理解していいのか問うとの御質問ですが、積立金

につきましては、企業債償還の財源に充てるための減債積立金、建設改良工事に充て

るための建設改良積立金を計上しております。令和５年度鬼北町水道事業会計予算書

に計上されております企業債５億８６０万円につきましては、電気計装設備更新工

事・配水管布設替工事に係る事業費のうち、国庫補助金を充て、なお不足する費用に

ついての財源として計上しております。 

  次に、４点目の水道事業会計決算書で、過年度分損益勘定留保資金、当年度損益勘

定留保資金で補填したとあるが、この資金は、決算書中でどのように判断すればよい

のか問うとの御質問ですが、令和４年度決算書の損益勘定留保資金の内訳につきまし

ては、減価償却費、資産減耗費の合計から長期前受金戻入を差し引いた額となってお

ります。過年度分はございません。 

  次に、５点目の鬼北町の水道料金は口径１３ミリで、基本料金１,８７０円だが、

この最低料金の世帯数を問うとの御質問ですが、令和４年度決算において、５万５,

９１７件の調定件数のうち、２万９３件、３５.９％が基本料金となっております。 

  以上で、兵頭稔議員の第１番目の御質問に対する答弁といたします。 

○議長（程内 覺君） 

  兵頭議員、質問１、（１）について再質問はありますか。 
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○２番（兵頭 稔君） 

  資本金の関係なんですけど、この資本金は、毎年、議会にかけまして、自己資本金

のほうに編入という、組み入れという欄があります。その中で、入っているものと解

釈しておりますが、平成１７年からずっと見てますと、平成２４年までは、大体１,

０００万から四、五千万の組み入れをしてあります。２５年、２６年、２７年と組み

入れがなくて、２８年に１億５,６７４万６,７２６円の組み入れがあります。その後、

また２９年、３０年と組み入れがないです。令和１年に７億６,２７１万４,１０１円

という金額入っております。令和２年は８,０００万、令和３年は８,１６８万６,６

９７円と入っておりますが、これが資本金と解釈してよろしいでしょうか。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  水道課長が答弁をいたします。 

○水道課長（上田 司君） 

  ただいまの兵頭議員の御質問でございますが、今ほど平成２６年度から自己資本へ

の組み入れがなくなったというふうに言われましたが、この点につきましては、会計

基準がここで変わりまして、新会計基準におきましては、それまで自己資本金の組み

入れをそのまま自動的に行っていたものが、会計基準の中では、利益剰余金の中にそ

の自己資本に組み入れるものがプールされるような状態となっております。 

  そうしましたところ、自己資本金には、２６年度新会計になった時点では、組み入

れが行われません。そして、今ほど言われましたように、２５年度から２６年度に、

いきなり４,０００万近く利益剰余金が増えましたが、これにつきましては、会計基

準の見直しによりまして、発生いたします未処分利益剰余金の事業年度中の変動額、

それが３億７,６９６万５,７５１円ございます。これは、その当時の決算書にもその

名目で記されておりますが、それが組み入れたことによりまして、利益剰余金の合計

が増えております。 

  したがいまして、その年度から自己資本への組み入れはしておりませんが、平成２

８年に１億５,６７４万６,７２６円、これにつきましては、下鍵山簡易水道を統合い

たしました。下鍵山簡易水道を統合したときの資本、これにつきまして新たな資本、

財産ということですので、これを自己資本のほうに組み入れて計上しております。 

  議員、今質問がございましたように、その後、２９年、３０年度も自己資本の組み

入れはしておりません。 

  令和元年に、自己資本７億６,２７１万４,１０１円の金額を組み入れておりますが、

これにつきましては、前もって議員にお渡しいたしております表を見ていただいたら



－74－ 

分かるように、利益剰余金が自己資本金に組み入れないために行き場がないといいま

すか、補填財源に使った金額がそのまま利益剰余金のほうに残る形になっております。

それは毎回申し上げますが、補填財源に使用済みの額でありまして、それが未処分利

益剰余金に残る形になっておりますので、実際使われない金額というものが、ずんず

ん利益剰余金のほうに貯まってきます。 

  これにつきましては、決算上、見た目に、見た目と申しますか、利益剰余金という

ことで、さすがにその利益という文字がつきますので、一般の方は利益が貯まっとる

のかなというふうに理解される方もおいでになられると思いますので、これにつきま

しては、議会の議決をいただきまして、自己資本金のほうに組み替えました。 

  そしたら自己資本のほうが、今度はずんずん貯まっていきますので、その資本金は

どうするんかという話になるんですけど。今申し上げたように、使用済みの金額につ

いては、どこかに計上しなければならないと思います。ただ、平成元年からの会計上

の処理といたしましては、利益剰余金に計上するよりかは、資本金のほうに組み入れ

たほうが、決算上、見やすいのではないかということで、そういう処理をしておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○２番（兵頭 稔君） 

  今ほどの説明なんですが、平成２４年に鬼北町水道事業の剰余金の処分に関する条

例というのができとるんですよね。それの４項かな、２条の４項で、減額積立金と建

設改良積立金の金額を、翌年、議会にかけまして、その金額を自己資本に入れますと

いうふうにはなっていますけど、私ちょっと見たところによると、平成２６年は、減

額積立金は１,５７０万、建設改良積立金は３,６２６万４円、その翌年の２７年は１,

５７０万、建設改良積立金が３億６,２６０万ということになってまして、それ合計

しても１５億６,０００万にはならないんじゃないかなと思うんですけど、その辺は

どう解釈したらよろしいんでしょうか。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  水道課長が答弁をいたします。 

○水道課長（上田 司君） 

  今ほどの兵頭議員の御質問でございますが、兵頭議員のほうにですね。うちの担当

のほうから事前にお渡ししました資料につきましては、単年度の金額となっておりま

す。自己資本の組入額をその年度に組み入れた額を計上しておりますので、これが積

み立てられたということにはなっておりません。 
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  今ほどの質問でございますが、自己資本金に組み入れる前に、組み入れということ

と、その積立てということは、ちょっと似たようなニュアンスなんですけど、全然違

いまして、あくまでも積立てというのは、当年度で出てきました利益なり何なりを、

純利益がありますが、４年度につきましては６,０００万とありますが、それ以下に

抑えて積み立てます。 

  自己資本の組入れと申しますのは、その積み立てておりました中の積立金を補填財

源に充てた金額分について自己資本金に組み入れるという形になっておりますので、

必ずしも積立金イコール自己資本金への組入れがイコールとはなっておりません。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  了承ですか。 

○２番（兵頭 稔君） 

  はい。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、兵頭議員の質問１の（２）について再質問はありますか。 

○２番（兵頭 稔君） 

  ありません。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、質問１の（３）について再質問はありますか。 

○２番（兵頭 稔君） 

  先ほど補助金をもらって、あと足らない分を企業債で５億８６０万円という回答が

あったんですが、ということは、企業債をこれ国の補助金を差し引いて５億８６０万

円の借入れということで解釈してよろしいですか。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  そのとおりであります。 

○議長（程内 覺君） 

  よろしいですか。 

○２番（兵頭 稔君） 

  はい。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、質問１、（４）について再質問はありますか。 

○２番（兵頭 稔君） 
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  いえ、ないです。 

○議長（程内 覺君） 

  質問１の（５）について再質問はありますか。 

○２番（兵頭 稔君） 

  先ほどの回答で、１,８７０円の人は３５.９％ということなんですが、これ８立方

メートルの水を一月に使ってないということなんですよね。だから８立方メートルが

１,８７０円なんだから、３５.９％で約３６％なんですが、この方たちは高い水道料

金を払っているんじゃないかなと思うんですけど、それはどうお考えになりますか。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  水道課長が答弁をいたします。 

○水道課長（上田 司君） 

  ただいまの兵頭議員の御質問でございますが、基本料金、当町におきましては、８

トンまでとなっておりますが、今回につきましては、基本料金ということで、８トン

未満の調定件数を計上したわけですが、この中で、そしたら０トンは幾らなんだとか、

８トン、ぎりぎり使っているのが何ぼとかいうまでは調べておりませんので分かりま

せんが、例えば１トンでも多くなれば、追加料金が増えているわけでございまして、

全体的に見たら、基本料金が３５.９というのは、料金的に兵頭議員は料金が高いと

いうふうな方向性で質問をされておりますが、この数字を見ますと、３６％近くの２

万件は、基本料金で済んでいるという見方も逆にできるんじゃないかなと私は思いま

す。 

  今言われたように、２０立方、３０立方を使っている方の料金につきましては、そ

れぞれ条例でも明記しておりますように、その使用水量ごとに追加料金を設定してお

りますので、使用料が多い方には、それなりの追加料金を増やしたというふうな感じ

で、当町のほうは料金の設定をしております。 

  ちなみに、資料といたしまして、議員のほうからは、１,８７０円の御質問があり

ましたので、合わせて１,８７１円から２,９９９円、これについて調べましたら、こ

れにつきましては、７,６７９件ございます。３,０００円から４,９９９円、これに

つきましては１万２,２６３件で、５,０００円以上が１万５,５１３件となっており

ますので、参考にしていただいたらと思います。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  質問はありますか。 
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○２番（兵頭 稔君） 

  私が何でこの１,８７０円の質問したかといいますのは、全然家で食事もしてない

人とか、風呂も入らないとかいう人の関係の人も、１,８７０円を払っていると思う

んですよ。水道法でいうと、５リットルから１０リットルまでで基本料金を定めなさ

いという法律があるんで、５リットルぐらいを使った方は、鬼北町はそういうお年を

召した方がたくさんいるんで、もうちょっと料金を５リットルから設定して、８リッ

トル使った人は１,８７０円でもいいんですけど、５リットルから使った人は１,５０

０円ぐらいから１,８７０円になるように、その間の数量を考えていって、少しでも

負担を軽くできるような方法があればなと思って提案しただけです。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁要りますか。今の質問。 

○２番（兵頭 稔君） 

  要りません。考えてもらったらいいです。 

○議長（程内 覺君） 

  要りませんか。 

○２番（兵頭 稔君） 

  はい。 

○議長（程内 覺君） 

  以上で質問１については終了します。 

  続いて、兵頭議員、質問２についての質問を行ってください。 

○２番（兵頭 稔君） 

  質問２、近永駅周辺賑わい創出事業について質問します。 

  近永駅周辺賑わい創出事業の１つとして、近永駅周辺の土地を購入して事業を進め

ていますが、これらについて次のとおり問います。 

  （１）本年４月２１日、地域公共交通の再編に向けた関連法が成立し、国及びＪＲ

は、国主導の協議会を通じて地方鉄道の廃止、存続及び鉄道以外の手段の方法を議論

する計画です。現在、輸送密度１日１,０００人未満の予土線は、どのような枠組み

で協議しているのか。また、今後どのような方法で町民と協議していくのかを伺う。 

  （２）現在、近永駅の乗降人員は、１日２００人に満たないと思われますが、近永

駅利用者増の取組をどのように実施していくのか。また、近永駅建て替え事業の計画

を伺います。 
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○町長（兵頭誠亀君） 

  それでは、兵頭稔議員の第２番目の近永駅周辺賑わい創出事業についての御質問に

お答えをいたします。 

  まず、１点目の国及びＪＲが、国主導の協議会を通じて地方鉄道の廃止、存続及び

鉄道以外の手段の方法を議論する計画であるが、予土線はどのような枠組みで協議を

しているのか。また、今後どのような方法で町民と協議していくのか問うとの御質問

でありますが、御承知のとおり、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一

部を改正する法律が、今年４月２１日に参議院で可決、同月２８日に公布され、ロー

カル鉄道の再構築に関しては、国は地方公共団体、または鉄道事業者の要請に基づき、

再構築に関する方針協議を行うための協議会、いわゆる再構築協議会を組織する旨、

新たに規定がされたほか、８月３１日告示の地域公共交通の活性化及び再生の促進に

関する基本方針では、再構築協議会における協議の対象となる区間として、当面、旅

客輸送密度１,０００人未満の区間を中心に、早急な改善が求められる区間を優先す

る旨が示されたところであります。 

  予土線につきましても、再構築協議会における協議対象の路線になると考えている

ところでありますが、当改正法につきましては、１０月１日の施行であり、改正法が

予定する再構築協議、また、再構築協議会の設置に係る国への要請等について、鉄道

事業者や沿線自治体と、これまでに協議、検討を行ったことはありません。 

  今後、県や沿線市町を交えた中、再構築協議会の場や協議の枠組みについて検討す

るとともに、沿線住民や地域公共交通の利用者、特に学生や高齢者、障がい者など、

交通手段の再構築に、より大きな影響を受ける方について、再構築における意見ヒア

リングや、別途説明会を行うなど、地域の実情に応じて、丁寧な説明に努めるよう対

応を検討してまいりたいと考えております。 

  次に、２点目の近永駅利用者増の取組をどのように実施していくのか。また、近永

駅建て替え事業の計画を問うとの御質問でありますが、令和元年度に近永駅周辺賑わ

い創出プロジェクトを立ち上げて以降、近永駅の乗降客数や利用者の多くは北宇和高

校生であり、北宇和高校をしっかりと守っていくという施策を展開するとともに、交

流拠点施設を兼ねた駅舎建築の検討や、近永駅周辺の拠点施設整備による交流人口、

駅利用者の拡大に向けた取組など、駅舎活用や予土線の利用促進、高校魅力化、近永

駅周辺の賑わい創出について、これまでも常に議論・検討し、取り組んできたことは、

議員も御承知のことと思います。 

  コロナ禍における行動制限が緩和された中、今年３月には、ひな祭りイベント、７



－79－ 

月には夏祭りに併せて、近永駅前マルシェを開催し、クーポン券の発行により、大勢

の方が予土線を利用し、イベントに御参加いただくなど、予土線の利用促進と近永駅

周辺の賑わい創出に努めているところであり、今後も地域や商工会、北宇和高校など、

産官学が連携し、近永駅利用者の拡大に向けた取り組みに努めていきたいと考えてお

ります。 

  また、近永駅の改修につきましては、６月８日に開催いたしました、近永駅周辺賑

わい創出におけるシンポジウム、「チカナガ夢シンポ」におきまして、老朽化による

防災上の観点や利便性の向上だけでなく、賑わいを創出する拠点としても、駅舎改修

は必要であり、改修事業を前に進めてまいりたいと考えております。 

  改修内容につきましては、これまで検討してきた改修案にこだわらず、改めて検討

させていただきたい旨、シンポジウムにおいて、町民の方々の前で御説明し、また、

先の定例会後にお時間をいただき、議員の皆様にも御報告をさせていただいたところ

であります。 

  ６月の御報告以降、これまでに改修事業における概要や方向性など、具体的に定ま

った部分はありませんが、議員の皆様や関係者の皆様の御意見も伺いつつ、事業内容

を検討した上で、方向性をお示ししたいと考えておりますので、引き続き、御協力を

お願いするとともに、当事業につきまして、御理解いただきますようお願いをいたし

ます。 

  以上で、兵頭稔議員の第２番目の御質問に対する答弁といたします。 

○議長（程内 覺君） 

  兵頭議員、質問２の（１）について再質問はありますか。 

○２番（兵頭 稔君） 

  具体的な説明がなかったんですけど、実際に廃止するとか、バスに転換するという

ふうになってきたときには、町としては、具体的にどういうふうにしたいかという考

えがあったらお聞かせください。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  議員にそういうことを言われるのは、本当に寂しい限りでありまして、私は実際、

そういうことは考えておりません。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  兵頭議員、よろしいですか。 

○２番（兵頭 稔君） 
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  はい。 

○議長（程内 覺君） 

  ほか、（１）についてはありませんか。 

○２番（兵頭 稔君） 

  はい。 

○議長（程内 覺君） 

  それでは、質問２の（２）について再質問はありますか。 

○２番（兵頭 稔君） 

  今現在、駅の土地を購入とか、前回の建物の設計費用とかいうのをかなり使ってま

すので、早急に新しい方法を検討して、どうしたいか。とにかく早くしたほうが路線

の廃止に伴うことも言うてこなくなるんじゃないかなと思いますので、その辺も考え

てやっていただきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（程内 覺君） 

  答弁よろしいですか。 

○２番（兵頭 稔君） 

  はい。 

○議長（程内 覺君） 

  これで兵頭稔議員の質問を終わります。 

  以上で一般質問を終わります。 

  ここで、しばらく休憩をします。 

  再開を１４時４５分とします。 

休憩 午後 ２時３３分 

                           

再開 午後 ２時４５分 

○議長（程内 覺君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  日程第６、議案第５７号、鬼北町議会議員及び鬼北町長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 
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  日程第６、議案第５７号、鬼北町議会議員及び鬼北町長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明をいたします。 

  公職選挙法施行令の一部を改正する政令が施行されたことにより、選挙運動用自動

車の使用やポスター等の作成の公営に要する経費に係る限度額の引上げがなされたた

め、条例の一部を改正するものであります。 

  詳細につきましては、総務財政課長が説明いたしますので、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

○総務財政課長（水野博光君） 

  それでは、議案第５７号、鬼北町条例第２４号、鬼北町議会議員及び鬼北町長の選

挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について御説明い

たします。 

  議案書は１ページから２ページになります。 

  今回の改正は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が施行されたことにより、

選挙運動用自動車の使用やポスター等の作成の公営に要する経費に係る限度額の引上

げがなされたため、それに準じて条例の一部を改正するものでございます。 

  別紙資料として、新旧対照表及び変更箇所のみを抜き出しましたＡ４縦の１枚の議

案第５７号資料というのを用意しておりますので、併せてご覧ください。 

  新旧対照表で言いますと２ページになります。 

  第４条第２号アの改正につきましては、自動車借入れに係る１台当たりの限度額を

傍線で示します、現行「１万５,８００円」を「１万６,１００円」とするものでござ

います。限度額が１万６,１００円となりますので、選挙期間５日で８万５００円が

限度額となります。 

  続きまして、第４条第２号イの改正は、自動車の燃料の供給について、１日当たり

の限度額を傍線で示します、現行「７,５６０円」を「７,７００円」とするものであ

ります。限度額としましては、単価７,７００円×選挙期間５日間としますと、３万

８,５００円となります。 

  それから、新旧対照表３ページに参りまして、第８条の改正は、ビラの作成に係る

１枚当たりの限度額を傍線で示します、「７円５１銭」を「７円７３銭」とするもの

であります。限度額としましては、７円７３銭×町長選でありますと５,０００枚で

３万８,６５０円。町議選でありますと１,６００枚ですので、１万２,３６１円が限

度額となります。 

  同じく、３ページの第１１条の改正は、選挙用ポスターの印刷費に係る１枚当たり
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の限度額を傍線で示します、「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」とし、また企画

費について「３１万５００円」を「３１万６,２５０円」とするものであります。鬼

北町の場合ですと、ポスター掲示場が９９か所ありますので、計算いたしますと、１

枚当たりの単価は、３,７３６円が限度額となります。 

  議案書２ページに戻りまして、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施

行するとしております。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（程内 覺君） 

  説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  討論なしと認めます。 

  これから議案第５７号、鬼北町議会議員及び鬼北町長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第７、議案第５８号、宇和島地区広域事務組合規約の変更についてを議題とし

ます。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  日程第７、議案第５８号、宇和島地区広域事務組合規約の変更について、提案理由
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の説明をいたします。 

  介護保険事業に地方公営企業法第２条第２項の規定する財務規定等を適用すること

に伴い、組合規約の変更を行うため、議会の議決を求めるものであります。 

  変更する規約の内容の詳細につきましては、企画振興課長が説明いたしますので、

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○企画振興課長（小川秀樹君） 

  それでは、議案第５８号、宇和島地区広域事務組合規約の変更について御説明いた

します。 

  広域事務組合の規約を変更しようとするときは、地方自治法第２８６条第１項の規

定により、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県知事の許可を受けな

ければならないこととされており、同法第２９０条の規定により、協議については、

関係地方公共団体の議会の議決を得なければならないことから提案をするものでござ

います。 

  まず、規約の変更に関する協議案につきまして御説明をいたしますので、４ページ

をお開きください。 

  地方自治法２８６条第１項の規定により、宇和島地区広域事務組合規約を次のとお

り変更する。 

  １、規約の変更内容 別紙のとおり。 

  ２、変更年月日 令和６年４月１日から施行する。 

  次に、１の規約変更の内容につきましては、１枚開けていただきまして、５ページ

をご覧ください。 

  宇和島地区広域事務組合規約の一部を改正する規約ですが、改正の内容につきまし

ては、別途お配りをしております新旧対照表により御説明をいたします。 

  新旧対照表、左の現行の欄に掲げる規約につきまして、右の改正後の欄に掲げる規

約のとおり改正をするものです。 

  改正内容につきましては、共同処理する事務、第３条の次に下線で示します条文に

ついて追加をするものでございます。 

  議案書５ページにお戻りください。 

  附則につきまして、この規約は、令和６年４月１日から施行するとするものです。 

  以上で議案第５８号、宇和島地区広域事務組合規約の変更についての御説明といた

します。御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（程内 覺君） 
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  説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  討論なしと認めます。 

  これから議案第５８号、宇和島地区広域事務組合規約の変更についてを採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  異議なしと認めます。 

  したがって議案第５８号は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第８、議案第５９号、工事請負契約（道の駅日吉夢産地改修工事（建築工事））

の締結についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  日程第８、議案第５９号、工事請負契約（道の駅日吉夢産地改修工事（建築工事））

の締結について、提案理由の説明をいたします。 

  一般競争入札に付した道の駅日吉夢産地改修工事（建築工事）について請負契約を

締結するため、鬼北町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関す

る条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  １、契約の目的 道の駅日吉夢産地改修工事（建築工事）。 

  ２、契約の方法 一般競争入札。 

  ３、契約の金額 ２億３,９５８万円。 

  ４、契約の相手方 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市２２番地１。愛媛建設・イリ

テック特定建設工事共同企業体。代表者、愛媛建設株式会社代表取締役、坂本信哉で
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あります。 

  なお、詳細につきましては、総務財政課長が説明いたしますので、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○総務財政課長（水野博光君） 

  議案第５９号、工事請負契約（道の駅日吉夢産地改修工事（建築工事））の締結に

ついて御説明いたします。 

  本契約に関する工事は、老朽化しております道の駅日吉夢産地の改修を行うもので

あります。 

  工事内容は、主に本館、トイレ棟、アイスクリーム棟、屋外ステージなどの改修工

事を行い、国道に面しております長屋門棟の撤去工事を行うものであります。なお、

詳細につきましては、事前に配付しております図面をご覧ください。 

  今回の一般競争入札には、１社の参加がありました。入札参加資格要件は、２社に

よる特定建設工事共同企業体とし、代表構成員は建設業法第３条に基づく建設工事の

うち、建築工事業の許可を受けたもので、愛媛県内に本店を有し、経営事項審査を受

け、愛媛県建設工事請負業者選定要領に基づく建築工事業の格付がＡ等級のものであ

ること。構成員は、建築工事業の許可を受け、鬼北町内に本店、支店、または営業所

を有し、経営事項審査を受けているものであることとしております。 

  入札の結果、予定価格以下、調査基準価格以上の範囲内で応札した当該業者を落札

者に決定し、８月２５日付で同企業体と仮契約を締結したものであります。 

  なお、落札率は９９.１２％となっております。 

  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（程内 覺君） 

  説明が終わりました。 

  質疑はありませんか。 

○９番（福原良夫君） 

  これ、図面の分でお伺いしますけども、障がい者スペースの駐車場があります。そ

れとバイクの駐車場、今回特別設けています。これ、屋根はつけるようになっとった

んですか伺います。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  農林課長から説明をいたします。 

○農林課長（奥藤幸利君） 

  バイク駐車スペースと障がい者の駐車スペースには屋根はございません。 
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  以上、回答いたします。 

○議長（程内 覺君） 

  福原議員、よろしいですか。 

○９番（福原良夫君） 

  バイクと障がい者は、たいがい高速道路等々も改修した後には屋根がついてますけ

ども、あと、つける計画がないということですけども、つけたらと思うんですけども、

ないですか。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  農林課長のほうが答弁いたします。 

○農林課長（奥藤幸利君） 

  今回のバイクの駐車スペースにつきましては、屋外ステージの前に設置しておりま

す。そのほかの場所にバイクの駐車スペースを設けることが、敷地的に困難であった

ため、そういうふうな形を取らせていただいております。ですので、屋根の設置はし

ないということにしております。また、障がい者駐車スペースにつきましては、旧長

屋門の跡にできます。ここにつきましても、進入路の確保など検討した結果、屋根を

つけないということで考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（程内 覺君） 

  福原議員、了承ですか。 

○９番（福原良夫君） 

  了解。 

○議長（程内 覺君） 

  ほか、ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  討論なしと認めます。 

  これから議案第５９号、工事請負契約（道の駅日吉夢産地改修工事（建築工事））

の締結についてを採決します。 
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  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第５９号は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第９、議案第６０号、工事請負契約（道の駅日吉夢産地改修工事（電気設備工

事））の締結についてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  日程第９、議案第６０号、工事請負契約（道の駅日吉夢産地改修工事（電気設備工

事））の締結について、提案理由の説明をいたします。 

  一般競争入札に付した道の駅日吉夢産地改修工事（電気設備工事）について請負契

約を締結するため、鬼北町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  １、契約の目的 道の駅日吉夢産地改修工事（電気設備工事） 

  ２、契約の方法 一般競争入札。 

  ３、契約の金額 ８,９１１万１,６６０円。 

  ４、契約の相手方 愛媛県北宇和郡鬼北町大字奈良３２１７番地１。株式会社桐島

電工。鬼北営業所所長、黒田勉であります。 

  なお、詳細につきましては、総務財政課長が説明いたしますので、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○総務財政課長（水野博光君） 

  議案第６０号、工事請負契約（道の駅日吉夢産地改修工事(電気設備工事)）の締結

について御説明いたします。 

  本契約に関する工事は、老朽化しております道の駅日吉夢産地の改修を行うもので

あります。 

  工事内容は、主に本館棟改修工事に伴う電気の幹線、電灯、空調機器などの改修を

行うものであります。 

  なお、詳細につきましては、先ほどご覧にいただいた図面をご覧ください。 

  今回の一般競争入札には、１社の参加がありました。入札参加資格要件は、鬼北町

競争参加資格者名簿に登載されたもののうち、建設業法第３条に基づく建設工事のう
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ち、電気工事業の許可を受けたもので、愛媛県内に本店を有し、経営事項審査を受け、

愛媛県建設工事請負業者選定要領に基づく電気工事業の格付がＡ等級のものであるこ

ととしております。 

  入札の結果、予定価格以下、調査基準価格以上の範囲内で応札した当該業者を落札

者に決定し、９月１１日付で同社と仮契約を締結したものであります。なお、落札率

は９２.９％となっております。 

  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（程内 覺君） 

  説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

○２番（兵頭 稔君） 

  これ、トイレなんかは電気がついてないんですけど、トイレと、あとアイス棟、そ

の辺はどうなっとるんですか。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  農林課長が答弁をいたします。 

○農林課長（奥藤幸利君） 

  アイス棟、またトイレについても電気の改修を行います。 

○議長（程内 覺君） 

  よろしいですか。 

○２番（兵頭 稔君） 

  はい。 

○議長（程内 覺君） 

  ほか、質疑はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  討論なしと認めます。 
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  これから議案第６０号、工事請負契約（道の駅日吉夢産地改修工事（電気設備工

事））の締結についてを採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第６０号は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第１０、議案第６１号、工事変更請負契約（鬼北町書庫整備工事）の締結につ

いてを議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  日程第１０、議案第６１号、工事変更請負契約（鬼北町書庫整備工事）の締結につ

いて、提案理由の説明をいたします。 

  令和５年６月１５日付、請負契約を締結した鬼北町書庫整備工事の設計変更に伴い、

請負金額に差異を生じたので、変更契約を締結するため、鬼北町議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得、または処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求

めるものであります。 

  １、工事名 鬼北町書庫整備工事。 

  ２、契約の金額 変更前６,５６１万５,０００円。変更後、６,７１６万２,０００

円。 

  ３、契約の相手方 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市２２番地１。愛媛・スギモト

特定建設工事共同企業体。代表者、愛媛建設株式会社代表取締役、坂本信哉でありま

す。 

  詳細につきましては、総務財政課長が説明いたしますので、御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○総務財政課長（水野博光君） 

  議案第６１号、工事変更請負契約（鬼北町書庫整備工事）の締結について御説明い

たします。 

  今回の変更請負契約の変更内容について御説明いたします。事前に配付しておりま

す図面を併せてご覧ください。 

  主な変更点としまして、建築確認における消防署からの指導による非常用進入路の
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追加と消火器の数の追加でございます。 

  当初は、倉庫ということで窓のない設計としておりましたが、消防署による審査に

おきまして、火災時に外部から侵入するための窓を設置する必要がある旨の指導があ

りましたので、近永保育所側の壁面に窓を追加して設置をしたものであります。また

当初、書庫内に消火器を１本設置としておりましたが、消防署の指導により、もう１

本追加をしております。 

  また、その他の変更といたしまして、認定こども園さくらを改修中に、近永保育所

を仮園舎として使用することから、すぐ隣になりますので、工事中の騒音を少しでも

軽減するために、建物を覆うシートを防音性のものに変更をいたしました。 

  以上の変更につきまして、消費税を含め、全体で１５４万７,０００円の増額とな

っております。 

  以上で変更内容の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（程内 覺君） 

  説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  討論なしと認めます。 

  これから議案第６１号、工事変更請負契約（鬼北町書庫整備工事）の締結について

を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。 

  お諮りします。 
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  本日の会議は、議事の都合により、これで延会し、１６日から１８日までの３日間、

休会したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（程内 覺君） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、本日はこれで延会し、１６日から１８日までの３日間、休会すること

に決定しました。 

  なお、９月１９日は、定刻に会議を開きます。 

  本日は、これをもって延会します。 

○副議長（末廣 啓君） 

  起立願います。 

  礼。 

 

（午後 ３時１３分 閉会） 
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  地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 
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